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―――――――――――――――――――― 

午前10時00分開会 

○佐藤委員長 

おはようございます。定足数に達していますの

で、ただいまから市民福祉委員会を開会いたしま

す。 

本委員会に付託された案件は18件、すなわち議

案第74号、議案第75号、議案第77号、議案第78号、

議案第81号、議案第83号、議案第84号、議案第86

号、陳情第13号、陳情第14号、陳情第15号、陳情

第16号、陳情第17号、陳情第18号、陳情第20号、

陳情第21号、陳情第22号、陳情第23号です。これ

らの案件を逐次議題といたします。 

議案第74号 知立市父子家庭児童支援手当支給

条例の件を議題といたします。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○髙笠原委員 

 おはようございます。74号につきまして、尐し

お伺いをさしていただきたいと思います。 

 74号につきましては、９条に書いてあります、

５年または手当の支給要件に該当するに至った日

の属する初日から起算して７年経過。５年、７年

問題なのですけれども、この問題について、ちょ

っとお聞きをいたします。 

 先回の質疑のときに、母子手当と同じという、

こういうふうでありました。それで、この９条に

ついては、平成14年に改正があり、その後、今年

ですか、20年４月改正、こういうふうで、現在の

この支給停止、こういうものが出たと思うんです

が、その支給停止の適用除外、こういうものにつ

いても、母子家庭と同じだと、このように言われ

たんですが、その除外理由は幾つか何点かあるか

と思うんですが、そこを聞かしていただきたいと

思いますし、平成14年の改正、20年４月の改正、

これは間違いはなかったでしょうか。 

○子ども課長 

 質問者の質問に対してのお答えですが、支給停

止適用除外の理由として、本会議で部長が答弁さ

していただきましたが、すべての方が適用除外の

申請をされて、満額の支給に至っております。 

それで、適用除外の理由は、国の方としては、

自立ということが大前提ですので、母子家庭のお

母さん方が現在働いてみえる方は、当然その申請

に基づいて支給もさしていただき、また障害のあ

る方、それから就職活動を現在行っているという

方についても支給をさしていただいたと、それが

条件ということは、そういったことはなろうかと

思います。 

 それから、15年というのは、質問者がおっしゃ

ったとおりでございます。 

 以上です。 

○髙笠原委員 

 ありがとうございます。 

 それで、五つぐらいの要件が、除外理由はある

かと思うんですが、本会議のときにもありました。

私も何人かこういう方とお友達なんですけれども、

子供さんがたくさんいらっしゃるので、自立した

いと思ってももう子育てだけで精いっぱいと、そ

ういう方もいらっしゃるわけでして、それでそう

いう人たちにどういう手だてというか、手助けを

して、行政として、自立するために応援をしてく

ださるかというのが、私は一番心配しているとこ

なんですが、そんなところはどんなふうにお考え

でしょうか。 

○子ども課長 

私どものそういった支援の情報といいますか、

嘱託ではございますが、母子自立支援員の方もお

りますので、そういった方への相談、またいろん

な国への母子支援の就職活動の支援というのです

か、そういったことも行っておるわけですが、そ

れ以外の支援といいますか、情報提供にとどまる

ことがちょっと多いかなという気がするんですけ

ども、今後もその母子家庭の方の支援については、

大変今厳しい折ですので、積極的にしていきたい

というふうに思います。 

○髙笠原委員 

 これは父子家庭の問題ではありますけれども、

母子家庭と同じという、こういう扱いですね。 

それで、今もおっしゃられましたが、今のこの
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厳しい情勢というのが、先が見えないわけでして、

そういう方たちが、この５年間の中でどうやって

自立できるのかというのが一番大切なことだと思

うんですが、そこについては、今、子ども課の方

でいろいろと、母子の場合は母子自立支援と、こ

ういうお仕事をやってくださっていると思うんで

すが、例えば就職とか、そういうものがもう一生

懸命しても見つからないとか、そういうようなも

のは、やはり相談窓口とか、そういうところに行

く以外はないんでしょうかね。 

 子ども課の方で、こういうふうにしなさい、あ

あいうふうにしなさいというふうで、母子支援、

父子支援というものをやってくださるのでしょう

か。 

○子ども課長 

 確かに、今のリストラだとかということですね、

企業の景気状態ですね、そういったことを考える

と本当に大変厳しい状況であろうかと思います。 

 ですので、母子もそうですが、父子家庭につい

ても同様の、市役所の方の相談員の方に相談に来

ていただいて、いろんな情報をその方たちに提供

するということを、今後もＰＲといいますか、そ

の辺はしていきたいと思います。 

○髙笠原委員 

それで、父子はこの間お聞きをいたしましたけ

れども、あわせて母子家庭、どのぐらい見えるの

か、ちょっとお聞かせいただきたいのと、それと、

この手当の支払月が母子家庭児童のこれと同じと

いうことですので、４月、８月、12月、日は11日

というふうで、母子の方は聞いておりますが、父

子の方も同じでよろしいんですか。 

それと、母子の方は、現況届を８月に出してお

りますけれど、父子の場合もこれは現況届を出す

のか、その点をお聞かせください。 

○子ども課長 

児童扶養手当の受給者の状況でございますが、

現在11月の時点ですが、313名の方が受給されて

おります。そのうち、全部支給としては132名、

一部支給181名の家庭に支給させていただいてい

ます。 

それから、支給月でございますが、先ほど言わ

れました、児童扶養手当と同様の11日に支給を、

４月11日、８月11日、12月11日ということで、基

本的には児童扶養手当の方の規定を準用してお支

払していくということでございます。 

それから、現況届につきましても、同様でござ

いますので、よろしくお願いします。 

○髙笠原委員 

この間の御答弁いただいた中で、ちょっと所得

制限のありの人が12人で、それから全部支給が４

名、一部支給が８名と、金額もちょっとお聞きし

たんですが、書き間違えかもしれませんので、も

う一度ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○子ども課長 

 それでは、もう一度報告させていただきます。 

 受給者につきましては12名、全部支給につきま

しては４名、一部支給８名という現状での把握さ

れている人数でございます。 

 そして、それに伴う、これは市単独ですので、

予算としては、約430万ほどになろうかというふ

うに思っています。 

 以上です。 

○髙笠原委員 

 全部支給と一部支給の金額、ちょっと聞かして

ください。４万1,720円ですか。全部支給。 

 それから、一部支給は４万1,720円から９千幾

らかな、１万幾らでしょうか、そこのところをち

ょっとお聞かせください。 

○子ども課長 

 その内訳ですが、全部支給ですので、４万

1,720円の人数プラス子どもさんが、全部支給の

場合６名、それから一部支給については８名のう

ち子どもさん14名ですけども、ちょっと今、その

内訳ということになりますと、持ち合わせており

ませんけども、それに金額をですね。 

全部支給が４万1,720円ですが、一部支給で定

額といわれる方が１万280円になります。おのお

の、それぞれの個別にということは、ちょっと今

持ち合わせておりませんが、以上でございます。 

○髙笠原委員 
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 そこに、あと子どもさんが１人、１家庭に２人

とか３人ということで、そこにまた加算があるわ

けですね。２人のときは5,000円、３人のときが

3,000円の加算。これでよろしいですかね。 

 総額430万円で試算をしていると、こういうこ

とですか。 

 はい、ありがとうございます。 

○佐藤委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第74号について、挙手により採決します。 

議案第74号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手全員です。 

したがって、議案第74号 知立市父子家庭児童

支援手当支給条例の件は、原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

議案第75号 知立市保育所保育料等徴収条例の

一部を改正する条例の件を議題といたします。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○髙笠原委員 

 75号につきまして、お聞きをいたします。 

 74号、75号につきましては、私ども共産党、ず

っと要求してきたものが、ここに実現をさせてい

ただいて本当によかったなと、こういうふうに感

謝をしているところであります。 

 それで、ここの条文を読んでいく中で、条例の 

中に私的契約児が書いてあります。 

 しかし、私立幼稚園、ここのところについては

どうなのかなと、条例に書かれてはいないように

思いますが、この点はどうなのか、要綱か何かに

きちんと書かれるのかどうか、その点をお聞きし

たいと思います。 

○子ども課長 

 私立幼稚園に対する補助の関係ですが、今現在

私立幼稚園に対しましては、就園奨励費の補助金

交付要綱に基づいて、就園奨励の国庫対象分、市

単独部分ということで補助さしていただいておる

わけですが、今回の第３子軽減分につきましても、

新たに補助要綱を制定して、第３子の方につきま

しては、最大月額１万円ということで補助してい

こうというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○髙笠原委員 

 要綱で記載をしていくと。はい。そういうこと

ですね。 

それで、この就園奨励費ね、所得に応じて支給

はされているんですが、下の分について、5,000

円だったと思うんですが、ここのところについて、

今後どうなっていくのか、その見通しをちょっと

お聞きしたいと思います。 

○子ども課長 

 補助対象外の方で、現行5,000円の就園奨励の

方、補助さしていただいておりますが、その額が

どうなのかという御質問かと思うんですが、現行、

今の最終的な結論は出ておりませんけども、

5,000円を若干上げていくべきかという、最終的

な結論はちょっと出ておりませんけども、一つの

議題としては、議論としては、私ども行っている

ということで御理解いただきたいと思います。 

○髙笠原委員 

 ぜひ上げていただきたいわけですが、結論とし

ては、いつぐらいを予定されていらっしゃるので

すか。 

○子ども課長 

 引き上げということになれば、来年度に向けて

ということになろうかと思いますので、まだ最終

的には、最終調整、結論に至っておりません。 

 以上でございます。 
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○髙笠原委員 

 検討中ということですが、１万円ぐらいという

ふうに考えていらっしゃるのか、おおよそわかり

ましたら教えていただきたいと思いますし、今回

の拡大で、どのくらいの人が無料の補助額になる

のか、そんな点もわかれば教えていただきたいと

思います。 

 ３歳未満については、もう既に無料ではありま

すので、その点お聞きしたいと思います。 

○子ども課長 

 就園奨励、市単独分につきましては、上げると

するならばということの仮定ですが、１万円以内

だろうというふうに思います。 

 それから、影響額でよろしいでしょうか。 

 今は現行３歳未満なんですが、新たに就学前ま

で、３歳から５歳まで拡大ということでいきます

と、約2,200万余の増額になろうかというふうに

思ってます。 

 それから、私的に関しましては、約1,600万余

の増額というふうに思います。 

 それから、私立幼稚園の月額１万円につきまし

ても、約1,000万余が市単独としての増額になろ

うかというふうに思います。 

 私的につきましては、年額としては168万円ぐ

らいが増額になろうかというふうに思っておりま

す。 

○佐藤委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

   （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第75号について、挙手により採決します。 

議案第75号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手全員です。 

したがって、議案第75号 知立市保育所保育料

等徴収条例の一部を改正する条例の件は、原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第77号 平成20年度知立市一般会計補正予

算（第３号）の件を議題といたします。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○坂田委員 

 補正予算でわからない点がありますので、二、

三お聞きいたします。 

 39ページ、３款民生費の４目児童福祉施設運営

費のうちの非常警報設備設置工事費244万7,000円、

これ減額補正されておりますが、この金額は当初

予算と全く同額で、当初予算のすべてが減額され

ておりますが、この内容について御説明いただき

たいと思います。 

○子ども課長 

 非常警報装置の設置工事費ということで、質問

者が申されましたように、当初予算全額の減とい

うことになりました。 

 この件につきましては、私どもと消防署との綿

密な打ち合わせというか、そういったことが欠如

していた原因かなというふうに思います。 

 この内容でございますが、昨年消防署の方の施

設点検の折に、花山、昭和の児童センターの施設

については、300人以上の収容できる施設、300人

以上の収容施設であるから、非常警報装置と連動

した非常放送設備を設置しなきゃいけないよとい

う指摘を受けました。 

 その後、それに基づきまして、私ども２施設に

ついて、予算措置をさせていただいて、今年度整

備していく予定をしておりましたが、その後、消

防署の方の話し合いの中で、確かに300人以上、

この300人以上というのは、消防署の見解としま

しては、確認申請上積算をして、消防署の方で決

定するということですが、300人以上ということ

ではあるものの、現在も一堂に300人収容した、

私どもの話の中で300人以上が一堂に収容したこ
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ともなければ、今後も300人以上が一堂に収容と

いうか、入所することはあり得ないということを

考えた上でのその消防施設の特例の申請をしてい

ただければということで、それについては設置は

免除できますよというお話がありましたので、今

回その工事費、工事に係るものについては、中止

というか、取り下げをさせていただいたものの補

正減でございます。 

 以上です。 

○坂田委員 

 わかりました。この300人以上ということで、

私も思い出すのが、この６月定例会において、町

内の公民館、防火対象物定期点検、これがですね、

市内６町にそういった消防署から今までの免除さ

れていた点が適用されるということで、私も今日、

たまたま出かけに地元の会計さんに確認したとこ

ろ、やはり10万円の請求書が来ていると。そして、

その定例会の折に、もちろんちょっと担当が違い

ますけども、担当部長から何とか補助をしてもら

えんかと、そういったことを質問したところ、町

内のことには、それは町内でやってくれというこ

とでございました。 

 たまたま今、その300人収容が適用云々が出ま

した。確かに我々の公民館においても、300人収

容ということはまず考えられません。もちろん過

去にもありません。ただ行政といいますか、平米

から割り出して300人以上という数値が出たわけ

でございます。 

 今、課長、ちょっと今回の件とは違いますけど

も、そういった点で、今回この件に関しまして、

消防署に話し合いの折に強く当局から要望された

のか、またそこら辺すんなりとそういった消防署

からの提言といいますか、そういう形でこれは適

用除外になったのか、そこら辺の過程をちょっと

お聞かせいただきたいと思います。 

○子ども課長 

 私ども、当初その辺を、もう尐しその予算を計

上させていただくときに、消防署との話をもう尐

し私ども指摘を受けたそのまま受けていったわけ

ですが、設置に関して、私ども、８月ごろだった

と思うんですが、この適用の関係のことをお話を、

消防署の方に出向いてお聞きしたところ、その後、

ごめんなさい、10月ごろです、８月でない10月ご

ろだと思います、そのときにですね、消防署の方

から、いや実は知立のあの施設については、先ほ

ど言いました、こういう適用ができるので、申請

をすれば適用除外という話が出ました。 

 その後、うちの方も、その申請によって施設に

ついてはしなくてもいいという消防署の方からお

話をいただきましたので、それならばということ

で、今回補正減させていただいたということでご

ざいます。 

○坂田委員 

 公民館の件に関しましては、私どもまたいろん

な折に、これは要望していきたいと思っておりま

す。 

 ただ、当局に対して、先ほど申した６町から要

望書も出ておりますので、またその辺のところを

十分御協議いただきたいと思います。 

 それとですね、41ページの５目浄苑費の燃料費、

219万4,000円増額補正されておりますが、当初予

算からいきますと、約４割近い増額補正となって

おります。当初予算が565万6,000円。これは恐ら

くこの年初来の大変な燃料費、いわゆる原油の高

騰からそこら辺を考慮しての増額補正と理解して

よろしいのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○市民課長 

 今回のこの補正でございますが、質問者おっし

ゃられるとおり、灯油代がかなり急激に上がった

ということで、今回219万4,000円という補正の要

求をさせていただきました。 

 また、実際のところ、今、灯油単価が下がって

おりますので、またこの補正を組んだ時点では灯

油単価が、私ども契約単価が10月、11月は128円

だったものですから、必要量にこの128円を加え

た結果がこの数字ということでございます。 

 以上でございます。 

○坂田委員 

 今回、小学校費、中学校費、また給食センター、

すべてのところでこの燃料費、増額補正ですべて
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で約700万近い増額補正となっております。 

 今、課長から説明いただきました、こういった、

例えばここに載っております浄苑費の燃料費、こ

れらについては、大体何ヵ月単位で、今10月、11

月ですか、そこら辺の金額をお聞かせいただきま

したが、どういった契約方法をとっておられるの

か。 

 例えば今回のこの補正が、この年度内のそこら

辺の単価を見越しての補正なのか、そこら辺のと

ころをお聞かせいただきたいと思います。 

○市民課長 

 単価契約自体は、これは総務課の方で行ってお

るわけなんですが、こういった燃料費につきまし

ては、日々変わっておりますので、ほとんど、例

えば今回のように、10月から11月でといっても、

11月でまた変わることもありますので、ほとんど

毎月変わっているというような状態でございます。 

 ちなみに、灯油単価を見てみますと、10月現在

で128円、11月で108円、この12月の契約が88円と、

このようになっております。 

以上でございます。 

○坂田委員 

 それでは、この金額は、スパンでいくと、どこ

までのこの燃料費を見越しての補正なのか。その

点お聞かせください。 

○市民課長 

 これは10月から来年の３月までの間を見越して

おります。 

 以上でございます。 

○坂田委員 

 今日の中日新聞にも載っておりましたが、石油

市況の価格が、ガソリン価格が2005年の３月末以

来の安値となっておると載っておりました。 

 そしてまた、今後さらに原油価格は下落するで

あろうと、そういった記事も載っておりましたが、

そうしますと、今回のこの補正された金額につい

ては、ある程度年度末でこれは不用額として残る

というふうに理解してよろしいのか、その点お聞

かせいただきたいと思います。 

○市民課長 

 私どもと浄苑の方はですね、この灯油価格の単

価自体もあるんですけども、この４月から11月ま

での実績を見ましても、昨年は３ヵ月のブランク

がありますので、18年度と比べまして、人体で約

70件火葬がふえております。 

 そういったこともありますので、やはり尐しど

うなるかわからんわけなんですが、その辺も見込

んで一応３月までの予定として出しております。 

 ただ、その結果が灯油価格がもっと下がってい

けば、不用額というか、３月でまた補正減という

こともあるのかもしれません。 

以上でございます。 

○坂田委員 

 ありがとうございました。 

 次に、43ページの塵芥処理費のうちの分別地区

集積所整備工事費、398万円増額されております。

この内容についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○環境課長 

 今御質問のありました、分別地区の集積所の整

備工事費ですけれども、これにつきましては、新

林町の方に集積所がございます。場所はといいま

すと、東新切公園の一部を利用して、集積をして

おるわけですけれども、今回、都市計画課の方は、

東新切公園をリニューアルの整備工事をするとい

うようなことで、ごみ施設、そういったものにつ

いて、公園での設置は余り好ましくないというよ

うなお話もありまして、たまたま都市計画課の方

が東の方に50メーターぐらい行ったところで、現

在竹やぶのところですけれども、寄附をいただい

た土地があるというようなことで、そちらの方に

移設をしてほしいというような話がありまして、

私の方も地元さんの方にお話をさせていただいて、

今回そちらの方に移設をするという工事費の計上

でございます。 

○坂田委員 

 まるまる今あるのを移設するということでいい

わけですね。この集積所の整備については、各地

区からいろんな要望が出ていると思います。 

私の地元の１ヵ所も出しておりますが、そうい
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った現在どれぐらいの次年度に向けての要望が出

ているのか、また内容もどういった整備の要望が

出ているのか。 

 恐らく、そこら辺に基づき次年度の予算の要望

もされていると思いますが、そこら辺のところ、

現時点でわかる範囲内でお聞かせいただきたいと

思います。 

○環境課長 

 来年度ということで、要望が出ておりますのが、

３地区の要望が出ております。 

○坂田委員 

 ３地区出ているということですが、その３地区

の要望はすべて受け入れて、次年度実施されるの

か、その点お聞かせいただきたいと思います。 

○環境課長 

 環境課ということで、予算要望を今さしていた

だいております。 

○坂田委員 

 予算が通ればという話ですね。 

 もう１点お聞きいたしますが、私は６月の定例

会で、市民の分別意識の高揚を図る観点から、ま

たそして地区における分別の指導員の理解をいた

だくためにも、各町内の集積所に、プラごみや資

源ごみ、リサイクルされる過程、またそしてリサ

イクル後の結果等を記した、何らかの形の看板設

置を提言させていただき、そのときの部長の答弁

から、なるべく早い時期に各集積所に掲示するよ

う努めるという御返事をいただいておりますが、

その後この私の提言は没にされているのか、まだ

生きているのか、そこら辺のところお聞かせいた

だきたいと思います。 

○環境課長 

 今、御質問者の言われたように、各集積所に資

源の最終的な行方というようなことで、看板設置

という御要望をいただいておりまして、私の方も、 

看板設置ということになりますと、予算的なこと

もございまして、できればと思っておりましたけ

れども、予算の執行状況、そういったものを見な

がら、そういった看板が作成ができるかどうかと

いうことをちょっと見ておったわけですけれども、

またこれにつきましては、委員の方から御質問が

ありまして、私どもの知立市広報の方で、８月号

だったと思うんですけれども、一応そういったご

みの行方と、ペットボトルだとか、プラごみ、そ

ういったもののごみの行方ということで、広報Ｐ

Ｒをさしていただいております。 

 それで、そういった広報資料で、そういったも

のを大きくして掲示ということであれば、今すぐ

できるようなことを思っておりますけれども、も

う尐し予算の執行状況を見ながら、ちょっと順次、

考えていきたいというふうには思っております。 

○坂田委員  

 今、課長のお答えで、ちょっと私、頭では理解

できないんですが、私の提言したその設置する看

板に、そんな難しいことを言っておるわけじゃな

いんですが、簡単にどのように流れてリサイクル

されたものが、皆さんの集めてリサイクルされた

ものがこういうような製品になりますよとか、そ

う難しいことじゃないと思うんですが、いまいち

もう一度その私の提言に対するお答えをお聞かせ

いただきたいと思います。 

やってもらえるのかどうなのか。難しいことな

のか。そこら辺お聞かせください。 

○環境課長 

 すぐということで御質問されてみえるかと思い

ますので、私どもの方で広報の方でＰＲさしてい

ただいた現行を拡大をさしていただいて、それを

設置をしていきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○馬場委員 

 それでは、補正予算の方の質問させていただき

ます。 

 最初に、本会議でも申し上げました、緊急保証

の関係でありますけども、まずその前に、45ペー

ジの商工費の関係でありますけども、職員給与費

で時間外勤務手当59万3,000円減額されておりま

すけども、本会議で、市の全体的な時間外が18年

度に比べ19年度は120万円ほどふえているという

ふうにお聞きしたわけでありますけども、経済課

としては、時間外の実態はどうなっておるのかと
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いうことでありますが、ふえているのか減ってい

るのか、減額されておりますけども、その辺のこ

とを教えていただきたいと思います。 

○経済課長 

 詳しくは人事の方で把握をしておりますが、商

工、観光の方の係でございますが、昨年、まちづ

くり交付金の関係で新しく職員が１人入って替わ

ってまいりましたが、今年２年目ということもご

ざいまして、時間外が減っているようには感じる

ところでございます。 

 ですから、この59万3,000円という指摘でござ

いますが、商工観光事業における精査した部分と

職員のなれによる減であろうと思います。 

○馬場委員 

 観光業がありますからね、観光となると、その

シーズンになると大変忙しいからというふうに思

っておりますが。 

 それでですね、商工関係で、この経済課の職員

が市内の中小企業者、ここら辺のかかわりという

のは、いつも出てくるのは、商工会を通じてとい

うお話がよく出てくるわけでありますけども、商

工会を通して全部が対応されているのか。 

また、直接こういう時期ですから、情報の提供

とか、いわゆる緊急保証制度の情報提供とか、実

態調査とか、そういうものについては、どのよう

にされておられるでしょうか。 

○経済課長 

 市内の中小企業とのかかわりということでござ

いますが、一つの例、融資で申しますと、ほとん

ど金融機関の方を窓口として、今回の緊急等も含

めてでございますが、行っておることでございま

す。 

 あとの商工会を通じてでございますが、ＰＲ、

今の融資を含めたＰＲ等の連絡は商工会等を通じ

て御案内をしているところでございます。 

○馬場委員 

 わかりました。 

中小企業支援として、今回私ども公明党が推進

しました緊急保証制度、これにつきまして、10月

31日からの実施ということで、11月５日、本多市

長並びに経済課の方に申し入れをさせていただき

ました。 

 すぐ、いろいろな手を、ホームページも作って

いただいて、いろいろなことで早速やっていただ

いておるわけでありますけども、その中で、一般

質問でも私は申し上げましたけども、中小企業の

支援策として、緊急保証制度の保証料ですね、碧

南市並みに保証料全額支援をできないかと言って

しましたけども、部長からは検討すると、それで

もう一つと思いまして、副市長に大きな声でお願

いをしましたが、そのときは、やるという、実施

するという答弁はいただけませんでしたけども、

早速どうも検討していただいたというようなこと

で、この委員会に恐らく実施するというきちっと

した答弁がもらえるんじゃないかということで、

最初にこれ質問させていただきましたので、答弁

をお願いしたいというふうに思います。 

○経済課長 

 本議会の一般質問、質疑等で御質問いただきま

した、緊急保証制度の保証料補助につきまして、

内部で実施に向け検討しますということで、させ

ていただきまして、御報告申し上げるわけでござ

います。 

 中小企業者に対する原材料価格高騰対策緊急保

証、10月31日から始まったわけでございます。 

 知立市におきましても、県の融資制度と同様、

中小・小規模事業の資金繰りを支援する新保証制

度を行うこととさせていただきます。 

 内容といたしましては、次のとおりの内容で行

わせていただきます。補助につきましては、現在

あります、信用保証事業補助金交付要綱がありま

す。その中に緊急保証を加えて実施をします。 

 額につきましては、支払信用保証料の100パー

セント、それから10万円を限度とさしていただき

ます。 

 次に、取り扱いの期間でございますが、国の方

にあります緊急保証制度に合わせまして、10月31

日から22年３月31日までとします。 

 ですから、既に融資を受けられた事業者も、10

月31日に遡及して対象とさせていただきます。 
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 実施につきましては、信用保証料事業補助金の

交付要綱の変更を既に決裁で済ませております。 

 本日の委員会に報告させていただきまして、遡

及をし、10月31日の施行とします。 

 それと周知につきましては、金融機関との連絡

調整をするとともに、ホームページ、それから記

者発表を行いまして、早急に進めてまいります。 

 以上です。 

○馬場委員 

 わかりました。10月31日に遡ってということで

すから、既に21件が認定されておるということで

ございますので、そういった方たちにも直接周知

徹底していただきたいというふうに思います。 

これはしっかり知立市がＰＲすることによって、

要するに今中小企業の人は大変な思いをしている。

私たち知立市だけじゃなくして、周辺の中小企業

者の、また特に小規模企業者の大変なことがござ

いますので、そういった人たちにも影響を与えて、

各市がきちっとまたこの保証制度の保証費につい

ての支援をしていただけるのではないかというふ

うに希望を持っております。 

 最後に、昨今のこの経済状況を考えますと、中

小企業者にとっては大変な今状況でありまして、

年末を迎えて、さらに厳しい状況であるというこ

とで、資金繰りの支援をすることが必要であるな

ということを強く私どもも中小企業者と対話する

中でそう思うわけであります。 

 本多市長も、この選挙戦を通じて、中小企業者

の支援についても、昨今の状況を見て、何らかの

形できちっと手を打たなくてはならないというよ

うなことで熱く語られておったわけでありますけ

ども、最後に、市長、その中小企業者の支援に対

する思いを一つお聞きしたいなというふうに思い

ます。 

○本多市長 

 今の経済状況を考えますと、これだけ悪くなる

とだれも想像はしてなかったんですけれども、中

小企業の支援というのはいろんな形がありまして、

今、議員おっしゃるような支援の仕方もあります

し、あるいはこれから産業立地を今から講じてい

く、私がやっていくわけじゃありませんけれども、

そういう知立の対応、その中での税制面での補助

だとか、そういう支援もこれからきちっとやって

いかなきゃならない。 

知立市は大型法人がないものですから、そうい

うところで、比較的安定した税の中で事業をやっ

ておりますので、そういう面では大きな心配はな

いんですけども、しかしこれからは産業立地や支

援に対する対策を、いろんな方法で考えていくべ

きだというふうに思っております。やっていただ

きたいと思っております。 

○馬場委員 

 ありがとうございました。よろしくお願いいた

します。 

 それで、次に33ページでありますけども、緊急

通報装置借上料委託料ということで67万5,000円

が計上されておりまして、当初では、借上料、委

託料、設置撤去代ということで773万6,000円計上

されておりまして、合わせますと840万円という

ふうになるわけでありますけども、19年度の設置

数は304台だったというふうに思いますが、現在

の設置数は何台で、また借り上げ、委託、設置合

わせて１台幾らになるのか、教えていただきたい

というふうに思います。 

○長寿介護課長 

 現在の台数は306台です。それで単価につきま

してお知らせします。委託料につきましては840

円です。それで、借り上げにつきましては、

1,260円とペンダントの追加分が1,890円です。 

○馬場委員 

 18年度251台だったんですね。それから19年度

304台ということですが、年々やっぱり高齢化率

も進んでおりまして、ふえてきているなというふ

うに思うわけでありますけども、以前にも質問を

さしていただいたんですが、その実施要綱があり

まして、この実施要綱では、対象者とする者に五

つあるわけですね。おおむね65歳以上ひとり暮ら

しの者、65歳以上の者でその同居者が障害である

と、緊急時の対応が困難な者、それから身体障害

者のみの世帯、それから前項に準ずる世帯に身体
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障害者、そして、最後にその他の市長が特に必要

と認めた者ということで、五つ対象者の条件があ

るわけでありますけれども、例えばですね、今要

望いただいたのが、80歳のおばあちゃんがおりま

して、その方が息子と二人暮らしなんです。 

 息子は昼間もちろん仕事に行っていますし、そ

れからこんな時期ですから、日曜日も土日も休ま

ずに仕事に行っておるわけで、なかなか昼間いな

いというのが実態でありまして、そしてまた夜は

遅い。余りうちに帰ってこないという、こういう

ような方がいらっしゃいまして、そのお母さんは

虚弱老人で、大変今心配しておるというようなこ

とで、この緊急通報装置の設置がお願いできない

だろうかということなんですが、この五つの条件

には当てはまっていないんですよね。 

 したがって、こういう方たちは、５番目にある

市長が認めるという、こういうことで設置できる

のかどうなのかという、申し込みしていいのかど

うなのかという、ちょっとこのことを心配してお

るわけでありますけども、その辺を教えていただ

きたいというふうに思います。 

○長寿介護課長 

 質問者がおっしゃられるとおり、心情的には非

常によくわかります。ですが、制度上、枠を広げ

ますと、すべて実施というような形になろうかと

思います。それで、各項の特例事項というものは、

上の１、２、３、４と４つありますよね。述べて

いただいたとおり。それに準ずるような場合とい

うような解釈をしていただきたいなと思います。 

 よろしくお願いします。 

○馬場委員 

 ちょっと難しかったけどね。要するに設置でき

るのかできんのかというところへ、準ずる思いは

あっても、実際に設置できるのか、適用できるの

かということなんですが、このもう一つ、５番目

の市長が認めることというのは、どういう状況の

ことを言うのかなというふうに思うんですが、教

えていただきたいと思います。 

○長寿介護課長 

 すみません。心情的にはということですが、実

際的に今おっしゃられました80歳の虚弱老人の高

齢者の方と健常な息子さんが同居している場合に、

申請がございましても却下をさせていただくこと

しかできません。 

 そうしますと、非常に心が痛いわけですが、現

行では、御勘弁を願いたいということで、特に認

める場合というのは、先ほど私が述べましたとお

り、１から４に該当するに準ずるような場合でご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

○馬場委員 

 なかなか、壁があってね、大変ですね。 

 以前にもお願いに行ったら、そのようなことで、

やられたんですが、結構、こういうひとり暮らし

じゃないんだけども、当てはまらない御老人の方

が結構いらっしゃるんですね。 

 夫婦であっても、すごいおじいさんかおばあさ

んを見ておるとか、そういうような状況の中で、

身障者になる場合は使えますけども、そうでなく

て、本当に虚弱老人でまだそこまでは至ってない

という方もいらっしゃる。 

 それはまあ、これ窓口広げますと、条件広げま

すと、ばっとふえるんじゃないかというようなこ

ともあるかと思いますが、この辺の社会情勢も含

めて、これから高齢化どんどん進んでくる、そし

て地域でいろんなそういう要援護者のこともやら

ないかんという中で、コミュニテイ活動は必要で

ありますけども、しかし緊急の場合、これ緊急通

報装置ですから、やっぱり必要になってくるので

はないかなということで、こういったことはやっ

ぱりもう尐しその辺のことを考えていただきたい

なと。よそではどんなことをやっているのかなと

いうことも含めて、そういう人たちが助けられる

ような施策にならないのかなということで、今日

のところ課長は、それ以上のことは言えないかも

しれませんが、一度、しっかりその辺のことを状

況を踏まえて検討していただきたいなというふう

に思いますが、いかがでしょうか。 

○長寿介護課長 

 御質問者の意向にこたえまして、今後検討させ

ていただきます。いい方向にできればいいなと思
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っておりますが、なかなかそのようにいかないか

もしれませんので、御容赦をよろしくお願いいた

します。 

○保険健康部長 

 ちょっと、私の方から補足をさせていただきま

す。 

 同じようなものが、ＮＴＴが実施をしておりま

して、これはどなたでも申し込みができるわけで

ございます。 

 この場合は、消防の方には通報はいきませんけ

ども、あらかじめ決めた３人の方の電話なり携帯

の方に通知がいくようなシステムでありまして、

費用も、ちょっと金額ははっきりしませんけども、

月額1,000円以下ぐらいの賃貸料で借りることが

できます。 

 そういったこともございますので、その方の経

済的な事情も考えまして、経済的に息子さんがし

っかりして働いておって、経済的に余裕のある方

まで、そういった昼間だけの方に付けていく必要

はどうかなということもありますので、そういっ

たことも、経済的な事情なんかも含めた上での検

討ということでお願いいたします。 

○佐藤委員長 

ここで10分間休憩とします。 

午前10時59分休憩 

―――――――――――――――――――― 

午前11時10分再開 

○佐藤委員長 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

○馬場委員 

 状況は大変な状況になってきておりますので、

一概に今の条件では、それは、かもしれませんが、

これは地域の民生委員もいらっしゃいますし、そ

ういったこともこれから御要望が出てくるかと思

いますので、このことについては、しっかり検討

していただくとともに、今、部長の方から、ＮＴ

Ｔのお話もございました。 

 こういったこともよくＰＲしていただければ、

私も聞いたことはあるが、値段はどのくらいした

のかなということまで調べておりませんでしたの

で、その辺のこともＰＲしていただければ、それ

はそれで活用できるというふうに思いますので、

その辺も一つまたよろしく。ホームページを使っ

てでも、広報でも結構ですので、お願いしたいな

というふうに要望しておきます。 

 次に、39ページのですね、公立保育園の運営費

の643万3,000円計上されておりますけども、消耗

品費と賄材料費ということですが、この内容につ

いて、お聞かせいただきたいと思います。 

○子ども課長 

 これにつきましては、３歳児未満、それから３

歳児以上によってそれぞれ国庫負担の最低基準が

一般生活費として定まっております。 

 ３歳未満については9,550円、月額ですが、そ

れから３歳以上については6,466円というふうに

定まっているわけですが、それに基づいて各保育

園に予算配分しているわけですが、最終的に、そ

の増額になった理由としましては、園児の増加と

いうことによるものでございます。 

 以上でございます。 

○馬場委員 

 わかりました。保育園の駐車場で、今、各地い

ろいろ駐車場をつくっていただいて、運営をしっ

かりやっていただいておるんですが、逢妻保育園

の駐車場、以前にもお願いをしましたが、用地確

保が一部困難になったというようなことも、状況

を聞いたわけですけども、今後の対応はどうなの

かなということと、今、逢妻保育園の園舎の中に

職員が止めているということで、この辺も現況の

安全性は大丈夫なのかなということで心配してお

るわけですが、その辺についてお聞かせいただき

たいと思います。 

○子ども課長 

 逢妻保育園の件でございますが、その場所につ

きましては、職員駐車場というのが、園舎の中に

ございまして、園庭を通っての駐車場ということ

で、やはりちょっとイレギュラーな駐車場になっ

ているかなというふうでございます。 

 ただ、あそこの逢妻保育園につきましては、延

長が行われてございません。今現在、パート、時
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間給の早く帰られるパートの駐車場につきまして

は、正門に近いところで駐車、狭いながらも駐車

しておりまして、子供たちが園庭で遊び、子供た

ちの送り迎え等に支障のないように、正門の近く

に駐車しております。 

 ですので、職員は奥の方に、朝来て駐車してお

りますので、子供たちの交通安全対策については、

御指摘あった以後そのようにさせていただいてお

ります。 

 それから、駐車場の逢妻保育園の確保というこ

とで、私ども６月以降だったと思いますが、それ

以後周りの状況の中で、駐車場として確保できそ

うな場所の地権者の方とお話をさしていただきま

したけども、結果、その場所が858平方メートル

とかなりの広大な土地になりまして、そこは白地

になってましたので、農地転用やっていけばとい

うふうで進めておりましたけども、いずれにして

も858平方メートルというのは広大でしたので、

それを全部市が借地というのは、ちょっと合理的

には難しいなということの中で、そこはやはり一

部分筆等して、市がお借りしていくというふうに

進めておりましたけども、農地転用の中では、全

額市があの分を借りるということであれば、農地

転用は問題はないんですけども、その一部という

ことになってくると、なおかつその分筆した地権

者が今後用途をどうされるかという、そこを駐車

場にするということは、業というのですか、商売

というのですね、業にするような分筆はだめだと

いう見解がございましたので、そうこうしている

中では、最終的には、費用面のこともありますけ

ども、御破算になったという経緯がございます。 

 以上です。 

○馬場委員 

 御破算になったと。園舎の方は安全性を保って

何とか職員にも話をし、みんなで安全性という面

からきちっと駐車していただくようにしておると

いうような状況ですが、やはりこれは駐車場を探

さなくてはなりませんので、私も努力しますけど

も、ぜひ心がけておいていただきたいなというふ

うに要望しますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

次に、39ページの生活保護費の扶助費6,759万

2,000円が計上されております。 

生活保護者数は、その動向というのは、19年の

３月末決算で出てましたけども、126世帯の164人、

それから20年の３月末で130世帯の168人と、この

ころは微増でありましたけども、今年度はかなり

ふえてきているのかなと。 

本会議ちょっと数字が聞き取れませんでしたの

で、現在の生活保護者世帯と人数はどのようにな

っているのか、教えていただきたいと思います。 

○福祉課長 

 20年度の10月末になりますけれど、世帯数が

149世帯、人数が198人、４月から、４月末の現在

ですと、130世帯の166人です。 

 したがいまして、世帯が10月末現在で19世帯、

人数におきましては32人ふえております。 

 以上でございます。 

○馬場委員 

 こういう状況なもんですから、いきなりふえて

きたということで、相当な扶助費もかなり上がっ

てきたというような中でですね、本会議でちょっ 

とお話があったのは、ホームレスも９人いるんで

すか。ちょっとその辺のこと。それから、生活保

護を受けているホームレスの方、それから巡回し

て安否確認をされているようなことも聞いたんで

すが、その辺の実態は、いかがでしょう。 

○福祉課長 

 本会議でも御説明させていただきました、８月

から３回にわたり巡回さしていただきました。 

 公園、また河川の橋の下というのを重点に回ら

さしていただきました。 

 県の方含めて４人で最初やりまして、その次は

３名になりましたですけど、３回にわたっておる

方を見ますと、９人の方があったという実績にな

りました。 

 そのうち２名の方、これは夫婦の方でありまし

て、だんなさんが病気ということで、早速治療し

ていただくように、入院をということで対応させ

ていただきました。その奥様もおられるものです
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から、２人は施設の方へ入っていただきました。

そういった経過になっております。 

 昨日も私の方も回りまして、やはり前回よりも

また若干ふえてきております。６名ぐらいふえて

いるんじゃないかなということです。 

ただ、行っても前回の方がいない方が結構おり

ました。移動されたのか、昼間どちらか行かれた

かわかりませんけれど、新たに６名発生してきて

おるという実態でございます。 

 その中に病気の方も１人おられるものですから、

一度病院の方へ治療を受けていただく方向で進め

なければならないかなと思っております。 

 以上でございます。 

○馬場委員 

 この方たちは、全員が生活保護世帯として受給

しておるわけですか。 

○福祉課長 

 全員の方じゃないです。生活保護は先ほど申し

上げましたとおり、夫婦の２名の方、それから以

前に治療を受けた方、これは俗に言いますと、医

療短給です。医療だけ助成していくという、病院

へ入院してですね、治療する費用について見てい

く。あとは、日用品費と言いますけれど、やはり

病院の中で要る費用も要りますものですから、そ

ういったような扶助をしております。 

 ここ近いうちでは、３名の方を保護したという

経過がございます。 

 以上でございます。 

○馬場委員 

 わかりました。こうした巡回も含めてやってい

ただくことは大切だというふうに思いますが、以

前にも生活保護課の職員の方が大変な思いをして

おるということで、一般質問で提案さしていただ

いて、１人職員がふえたのかな。今はしっかりや

っていただいておるような感じでありますけども、 

その後、生活保護者がふえているということもあ

って、こういった問題も起こってきておりまして、

本当に生活保護担当の職員の体制が万全なのかな

ということを、ちょっと心配をしているわけであ

りますけども、今は何かスムーズに進んでいるよ

うな感じは受けるんですが、実は、来年度から生

活保護受給世帯の地上デジタル放送の受信機支援

というのがあるんですね。聞いてないかな。受信

機支援策が実施されることが国で決まったわけで

す。これは12月９日付の新聞報道にもございます。 

 どうするかというと、福祉事務所にパンフレッ

トを置いて、ケースワーカーが該当世帯を訪ねて

対象者に説明し、希望者は申請書を出して、受信

機を支給すると。そして福祉施設の入所者もこれ

に含まれているというふうに聞いておるわけであ

りますけども、これまた始めますと大変なことに

なるのではないか。今からそんなことが総務省で

決まったということになると、その体制もきちっ

としていかなきゃいかんのじゃないか。 

こういう情報もキャッチをしていただいて、ホ

ームページを開けば多分出てくるし、朝日新聞だ

と思いましたけど、報道されておりましたので、

それも含めて、これからもっともっとふえてくる

であろう、この生活保護の職員の体制づくりにつ

いて、体を壊すことであってはいけませんので、

その辺の職員の体制が万全なのかなということで、

きちっとやっていただきたいなという思いも込め

て、その辺の体制について、お聞かせいただきた

いと思います。 

○福祉課長 

 生活保護世帯でございますけれど、10年前と比

べますと２倍以上ふえてきておるということでご

ざいます。 

 これは、ケースワーカー２人で10年前はやって

おりまして、今現在もケースワーカー２人でござ

います。 

 法の基準、法施行令の中におきましては、240

世帯以下は３人付けるというふうになっておりま

す。それともちろん庶務的な人も付けないといけ

ないよと。これ、あと１人は査察指導員でござい

ます。基準でいけるとしますと、ケースワーカー、

今２人ですけれど、３人置かないけないという中

でございます。それと査察指導員。日常はやはり

２人ですと、この世帯は大変でございます。もう

残業になってしまいますし、夜も訪問に行ったり、
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病院へ行ったり、回っております。やはり３人欲

しいなという、私の方の担当としては考えており

ます。もちろん、要求はさせていただいておりま

す。 

 先ほど議員からありました、デジタルの関係は

ちょっとまだ私の方は具体的にちょっと確認して

おりませんものですから、申しわけございません

けど、いずれにしても仕事がどんどんふえてくる

じゃないかと、景気も含めて対象者もふえてくる

ということで、一応は認識しておりますし、人も

欲しいなというふうに希望しております。 

 以上でございます。 

○馬場委員 

 わかりました。本当に仕事がどんどんふえてく

るということで、また対策も含めて、万全な体制

で臨んでいただきたいなというふうに思っており

ます。 

 次に、41ページの不妊治療費の補助金でありま

すけども、112万8,000円計上されていまして、当

初予算で160万計上されておったわけですが、こ

れで補正で112万ということですから、大幅にこ

れは補助金がふえたなということで、合わせて

272万8,000円となるわけですけども、その内容に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

○健康増進課長 

 今の質問にお答えさせていただきます。 

 19年度におきまして、不妊治療の制度が始まり

ましたけども、当初19年度においても、そう人数

が上がってこなかったわけです。 

 11月末現在で22件の48万と、今年度につきまし

ては８件でありますけども、11月末現在30万ちょ

っとという段階でありますけども、昨年度も２月、

３月と、２月が10件、３月が53件というふうに、

年度まとめて申請される方が非常に多かったとい

うところで、20年度において当初でこれを組むこ

とが非常に難しかったというところで、今年度も

確かに今現在尐ないわけですけども、今後申請さ

れる方がどんとふえてくるんではないかという予

測において、昨年度と最終の決算の同額の金額を

補正で上げさせていただいたということでありま

す。 

 以上です。 

○馬場委員 

 よくわかりました。対応策を万全にしていきた

いということかと思いますが、知立市の妊婦健診

の方、一般質問でもさしていただきましたが、来

年度14回まで単独で拡充すると、本多市長が決断

をして、その予算措置もしていただいておるとい

うようなことでして、そんなときに、国が、私ど

も公明党の提言もあって14回無料化を打ち出して

きたという中で、９回分の、知立市は不交付団体

ですから、９回分の２分の１の補助分ということ

で、これを何とか対応していただきたいというよ

うなことがありまして、ぜひ子育て支援の拡充と

して不妊治療の拡充ということで、赤ちゃん訪問

事業の拡充、それから不妊治療の拡充というよう

なことで提言をさせていただいたわけであります

けども、長寿介護部長からは来年度拡充していく

よというような答弁もございましたけども、ちょ

っと書き取れませんでしたので、不妊治療費の拡

充と赤ちゃん訪問事業の拡充について、もう一度

お知らせいただきたいと思います。 

○健康増進課長 

 赤ちゃん訪問の拡充につきましては、今年度ま

で新生児、第１人目の新生児しか訪問事業を行っ

ておりませんでしたけども、来年度からはすべて

生まれた方の家庭を訪問していこうというところ

で考えております。 

 あと、不妊治療の拡大でしたでしょうか。 

○佐藤委員長 

 しばらく休憩します。 

午前11時31分休憩 

―――――――――――――――――――― 

午前11時31分再開 

○佐藤委員長 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

○健康増進課長 

 今年度につきましては、40件ですけども、昨年

度の最終の件数90件でありましたので、その件数

でもって予算付けをさしていただく予定でおりま
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す。 

 以上です。 

○馬場委員 

 赤ちゃん訪問、本当にこれ要望がありまして、

提案さしていただいたんですが、やっぱり新生児

もですけども、赤ちゃんを、尐子化対策も含めて、

万全な体制で見守っていただきたいなという要望

がございまして、本当にありがたいなというふう

に、早速私も報告さしていただきますけども、や

っていただきたい。 

 そしてまた不妊治療費の助成についても、こう

した拡大を、19年度よりも拡大をしていただける

ということで大変ありがたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 最後に、43ページの、刈谷知立環境組合の分担

金のところで、一般廃棄物の処理施設等整備事業

基金積立金、財産収入ですが、140万円あります

けども、この内容の説明をお願いいたします。 

○環境課長 

 この基金の積み立てでございますけれども、一

般廃棄物の処理施設と整備事業の基金積立金とい

うことで、これにつきましては、基金を設けてお

りまして、それの20年度の最終見込みの基金の計

上をさしていただくということでございます。 

○馬場委員 

 これで、全部でどれくらい基金があれされたの

か。財産収入となってますけども、この辺はどう

いう形なのかということまで教えていただければ

と思います。 

○環境課長 

 基金が19年度末でございますけれども、７億

3,267万2,834円、こういった基金がございまして、

これが20年の３月24日からの12ヵ月間ということ

で、利率が0.44パーセント、これから利子が生ま

れたということで、その利子分を基金の方にまた

上乗せをして、積み立てをしていくというもので

ございます。 

○馬場委員 

 よくわかりました。これまで、刈谷知立環境組

合の中でもそうですが、機会あるごとに提言をし

てまいりました、リサイクルセンターの設置、環

境組合の中でどうだという話をしてまいりました。 

 刈谷の議員からも、そういうのを一部組合の方

でリサイクルセンターをという要望がありまして、

これは本多市長が副管理者という立場もあって、

組合議会でもお話をさしていただいたことがある

わけでありますけども、設置することは聞いてお

るんですが、いつごろどのような規模で、どうい

う形で設置されるのかなということがわかってい

れば教えていただきたいと思います。 

○環境課長 

 ただいまのリサイクルプラザの関係ですけれど

も、これにつきましては、来年の４月１日施行と

いうことで、現在の新施設ですね、こういった中

で実施をしていくということで、面積が約240平

方メートル。それから休館日ということでは、毎

週月曜日、それと年末年始ということで、開館の

時間が10時から４時までということで。 

それからあとリサイクルショップの関係ですけ

ど、出品者につきましては、営利を目的としない

者で刈谷、知立に住所を有する方。出品の数です

けれども、１回の出品の数が20点以内。ただし洋

服等につきましては５着以内。出品に係る手数料

ですけれども、１回につき200円。そういったよ

うなことで、４月１日からリサイクルプラザの運

営が始まるというものでございます。 

○馬場委員 

 わかりました。新施設の中でおやりになるとい

うことでございますが、こういったＰＲをどのよ

うな形でやられるのかしりませんが、広報あるい

はホームページ、そして私ども議会にもきちっと

報告していただければというふうに思いますので、

そういう資料がありましたら、ぜひお願いしたい

ということと、ＰＲをしていただきたい。 

 もう一つはですね、旧の施設をどうするかと、

恐らく再利用していかなくちゃいけないんじゃな

いか。あれを壊すとなると、また分担金がふえて

くるということになると、まだ今状況としては、

使える施設ではないかな、すぐ壊さないかんよう

な施設ではないんじゃないかなということから、
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どのようにこれを考えておられるのか。その辺に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

○市民部長 

 旧施設の問題でございますけれども、新施設に

ついては、御案内のとおり12月１日からごみの受

け入れをしまして、焼却を始めております。 

 旧施設が３月31日でもってすべて終わるわけで

ありますが、資源ごみの部分については、そのま

ま残ってくるわけですが、旧の施設は、新たにそ

こを再利用ということは、ちょっと現行の施設か

らすると難しいんだろうなというふうに思ってお

ります。 

 じゃ、先ほど御質問ありましたように、取り壊

しをどうするかという問題が残るんですが、この

あたりについてはもう一度知立と刈谷と両市の事

務関係の方にお集まりいただいて、取り壊しをど

うしていくかということになろうかと思うんです

が、昨今の経済情勢なり市の収入の不足から考え

ますと、取り壊すにも相当な事業系の産廃という

ことになりますから、かなりな費用がかかってく

るだろう。そのための費用をどうするかというこ

とと、今後の新施設の運営費の方も今までとは大

分大幅に変わってくるだろうということで、なか

なか一気に取り壊す話は、すぐにどうするかとい

うことはなかなか持ち上がってこないんではない

かなというのが、私の予想されるところでござい

ます。 

○佐藤委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

○久田委員  

 私、二、三点お聞きします。簡単にね。 

 33ページで、知的障害者福祉事業費、登記委託

料だとか、あるいは障害福祉サービス費等支払手

数料というのが掲載されているわけですけれども、

第２けやきの方におきましては、給食の関係はど

ういうふうになっておるでしょうかね。 

○福祉課長 

 第２けやきの運営ですか。給食。 

 給食というと、食事ですね。食事のサービスと

いうことですね。もちろん今現在でも第１けやき

とも給食サービスということをやっておりますの

で、同じような新しい自立支援に基づく給食サー

ビスということで、通所ですので、行っていきた

いと思っておりますけれど、以前からいろいろ給

食ということについては、いろんな高いじゃない

かとか、負担が多いということでございましたけ

れど、幾分か国の方がある程度軽減してくる対応

をしていただいておりますので、前ほど負担はな

いかなと思っております。 

 第１けやき、第２けやき、合わせながら給食サ

ービスは行っていくということでございます。 

 以上でございます。 

○久田委員 

 あわせて、送迎の関係はどうなっておるでしょ

うかね。 

○福祉課長 

 送迎については、現在第１けやきが送迎サービ

スを行っております。これは今現在国の方の臨時

特例交付金の中の補助金の４分の３いただいてお

りますものですから、送迎サービスについては、

負担のかからないように、助成を今やっておりま

す。 

 ただ、第２けやきについては、これから送迎に

ついて、具体的にどういうふうにするかは、これ

からですけれど、もちろんこういった制度があれ

ば助成していきたいなというふうには考えており

ます。 

 ただ、国の方が特例交付金ですので、今後どう

なるかというのがございますけれど、恐らく国の

方も助成してくるんじゃないかなというふうにな

っております。 

 これは、今度の25日に県の方で説明会がござい

ますものですから、そこで明らかになると思いま

す。 

 以上でございます。 

○久田委員 

 今度は39ページで、馬場委員がしっかり質問し

てみえた、この生活扶助費2,867万5,000円、ここ

ら辺が非常に金額が多いということですけれども、

派遣切りだとか、リストラによった人が既にこう
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いうところに申し込みに来たという実績というか、

そういう事例というのは、今ありますでしょうか。 

○福祉課長 

 今のところは、ないことはございませんけれど、

全部が全部じゃないです。ふえてきた中では、や

はり高齢な方、病気の方がほとんどですので、一

部派遣の方がどうしても仕事がないということで、

見えた方もございます。すべてがそういうわけじ

ゃございません。ただこれからがふえてくるんじ

ゃないかなという想定は持っております。 

 以上でございます。 

○久田委員 

 最後に、45ページ、これも馬場委員が質問され

てみえた件ですけど、この商工総務費のところで、

緊急融資というのは、市が不況業種と認めてそれ

を銀行に持っていけば融資が出るというふうに考

えてよろしいでしょうか。 

○経済課長 

 この制度につきましては、市の側といたしまし

ては、認定、その618からちょっと若干ふえて、

ちょっと件数はそれより今現在ふえておりますが、

その業種に該当するか否かを認定をいたしまして、

それをもって金融機関の方に事業者においては融

資を受けていただくという格好になります。 

○久田委員 

 認定をして、それを銀行に持っていけば100パ

ーセント融資が受けられるという考え方でいいで

すか。 

○経済課長 

 あとは信用保証の方がつくということで、保証

協会の方に申請をいただいて、金融機関からの融

資ということになります。 

 100パーセントというのは、ちょっと金融機関

との交渉がございますので、まずなろうかとは思

いますが。 

○久田委員 

 市の方が、どういう業種が認定、今認定業種ふ

えてますよね、不況業種が。例えば売上げでいく

とどういうふうに減ってきただとか、そんなよう

な、去年の売上げと比べてどうのこうのとか、あ

るいはそういうマニュアルというものがきっとあ

ると思うんですけど、そこら辺ちょっと教えてい

ただきたいんですけど。 

○経済課長 

 失礼いたしました。現在698業種ということで、

具体的に何々業、何々業ということで、当てはま

るかを審査をしてまいります。 

 それで、その業種の認定をした認定書というも

のでもって対応をしていく格好になります。 

○久田委員 

 そうすると、今現在21件認定したんですよね。

知立市としてはね。 

 またこれからふえてくるかもしれないけれども、

そうすると、その認定して仮に融資が出るとする

と、９月のときにも、経済課長にお聞きしたんで

すけど、預託金が１億、市が積んであるよと、そ

れから県の方が１億預託金が積んであって、その

中で協調倍率があるもんだから、２億だけれども、

３億とか４億までは貸し付けが可能だというよう

な、そういうようなニュアンスの答弁があったと

思うんですけど、今後これがふえちゃう可能性が

あるというふうに私思うんですけど、そこら辺ど

うですか。 

○経済課長 

 失礼しました。 

 市の方から１億、それから県の方から２億、合

計３億ということで実施をしておりまして、その

約2.5倍でございますので、３億ですから、７億

強になりますかね。その金額を目標としておりま

すが、今回の緊急保証につきましては、この部分

ではございませんので、従来行っております、県

の融資制度について対応しておりますので、今回

の緊急保証については、そのものとは違うふうに

理解をしております。 

○久田委員 

 そうすると、その預託金とは関係ない、国の３

兆円か何かからの融資で、国の緊急融資の３兆円

の中でやっていくということだから、預託金だと

か、そういうことは関係ないという考え方でいい

わけですよね。 
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 例えば、信用保証料補助金なんかは、さっき言

っていたように２分の１で、最高限度10万円。そ

れは融資してもらって、銀行の方からきっと請求

書か領収書かしらないけども、それを市の方に出

すと市が払うという格好になると思うんですけど、

全然市はノータッチだよね、だから。 

 お金は出すけど、この業者に出してあげようと

か、そういう市の指導というものは全くないわけ

ですかね。 

○市民部長 

 今までの信用保証料については、当然市の方も

融資してますから、出資してますから、逆に言う

と、銀行が直接貸し出す決定はしますが、その調

査等については、我々の方が調査に回りまして、

信用保証協会の方へ回っていくということで、信

用保証料についても、協会の方から幾ら信用保証

料がありましたということでわかるわけでありま

す。  

 ですから、先ほど申し上げた50パーセントであ

ったり、40パーセントの間で10万円の補助をする

ということで、今回の緊急融資については、我々

はさっき課長が申し上げたように、不況業種の指

定業種であることを認定をしていくということで、

それは直接銀行が信用保証料をということで、信

用保証協会が一定料保証料を取って認定していく

わけでありますので、我々が実際そのことを調査

をするわけではありません。 

 ただ、信用保証料に100パーセントの補助を払

う関係で、銀行なり保証協会の方に今回の融資の

制度については、きちっとＰＲをして、何らかの

連絡をとるような形をとる、もしくは本人からこ

ういう保証でしたということを、申請段階で出し

ていただくということの確認はこれからしていく

ということになるということでございます。 

 以上です。 

○久田委員 

 最後ですけど、21件不況の方が市の方に認定し

たと。この21件ね。市が認定したんでしょう。 

 この業種は不況です、不況業種ですと。その21

件の中で、今何件ぐらい融資を実行された企業と

いうか、小売業というのは、あるかというのは、

把握してみえたら教えてもらいたいんですけど。 

○経済課長 

 先日の中では21件ということで御報告を申し上

げました。現在で申しますと24件、３件ほどふえ

ておるわけでございますが、今回の緊急の全国融

資を受けたということで、直近で確認をしており

ますのは、うち４件でございます。 

 あとにつきましては、申請中であったり、まだ

ちょっと未確認のものであったりしております。 

○久田委員 

 ということは、やっぱりあれだね、それ、不況

業種ですと認定してもやっぱり融資を受けられな

い業種や受けられない中小企業の方もお見えにな

るということだよね、きっとね。 

○市民部長 

 久田委員おっしゃいますように、今回について

は、１ヵ月しか認定期限がありませんので、既に

10月31日で認定を受けられましたけども、本会議

で申し上げたように、もう既に期限の切れてみえ

る方もあるわけでして、とにかく認定を受けてお

こうと、その後借りるか借りないかはこれから後

の調整ということになりますし、銀行との打ち合

わせになりますので、そういう意味では先ほど経

済課長が申し上げたように４件で終わっている部

分がありますので、ちょっとそのあたりについて

は、県の信用保証の融資を受けるのか、緊急を受

けるのかと、この辺の選択も事業主にはあります

ので、今の段階で必ずこれが受けれるとか、そう

いうことは市側が保証しているということではな

いということだけ御理解いただければありがたい。 

○久田委員 

 そういえば思い出した。本会議のときに、その

不況業種のやつは、保証人も要らなかったかね、

担保も要らなかった、別枠でやれると言っていた

よね、きっと。そういうメリットがあるって言っ

てたね。 

 それで、その商工業振興資金と緊急融資で迷っ

ておるというのは、そこら辺の中身というのはど

れで迷っておるかというのは、わかっておったら
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教えてください。 

○市民部長 

 どうして迷っているかということですけど、こ

の制度上のやつを尐し私も持っておるんですが、

いわゆる担保要件もありますでしょうし、それか

ら利率が変化をしていったり、保証料がというこ

とがありますので、その借りる金額、経済、その

事業主の状況によって尐しずつ利率が変わったり

保証料が変わったり、じゃ、どっちが損か得かと

いうこともあったりするんではないかなというふ

うに想像ができます。 

 以上です。 

○久田委員  

 すみません、要らんこと聞きまして。 

本当はチラシをもらってくれば、ここで質問す

るあれはなかったんだけど、このチラシというの

は２階にあるんですか。ああそうですか。 

はい、ありがとうございました。 

○髙笠原委員 

 今の信用保証の件でありますけれども、いろい

ろと手続や条件、そういうものがあるかと思いま

すし、本会議質疑のときでは、部長は、すり足で

きちんとまだはっきりと答弁をしてもらえなくて、

今日のこの委員会で答弁をいただいたわけであり

ますけれども、いろんな要件、そういうものもあ

りますので、その書類をね、ペーパーを一つ全議

員に今この状況の中で皆さんが心配してますので

ね、ぜひ提出をしていただきたいと思いますが、

その点はいかがでしょうか。 

○市民部長 

 配付をさせていただきます。一応新聞発表する

なり、概要を尐し作りましたので、それをまた事

務局の方と打ち合わせをさせていただいて、早急

に皆さん方にお配りさせていただきますが、連絡

箱になる可能性がありますが、それでもよろしゅ

うございますでしょうか。 

○髙笠原委員 

 連絡箱で結構ですが、早急に知りたいと思いま

すので、どのぐらいの期間お待ちすればよろしい

でしょうか。 

○市民部長 

 今日中に配付をさせていただきますので、よろ

しくお願いします。 

○髙笠原委員 

 どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それで、大変な経済状況の中での、先ほどホー

ムレスの話が出ました。福祉の方で巡回などもや

っていただいておりますけれども、公園だとか、

河川、こういったところに今見回りをおいていた

だいておりますけれども、このところ派遣切り、

こういうことで知立団地の中にあります、６号公

園にもホームレスがおります。 

 それで６号公園につきましては、市の管轄、こ

ういうことになりますが、そこには見回りをして

いただいたのかどうか、お聞きいたします。 

○福祉課長 

 ６号公園にはちょっと寄ってなかった記憶です

けれど、ちょっと今のところ回ってない記憶です。 

 ほかの公園になると思います。 

○髙笠原委員 

 私も市の方が見にきてくださってないような感

じはいたします。 

 毎日毎日、私も調べに行っているわけではあり

ませんが、同じ団地内に住む者として、いろいろ

と皆さんからも情報も入りますので、見にいって、

お一人には会えました。その方は、高浜から見え

た方で、子供さんも連れてのホームレスでありま

した。ところが、その翌日はいらしゃらなかった

ということで、流動的ではありますけれども、い

ろいろ御近所の方にお聞きいたしますと、この６

号公園で３名を見たと、こういうふうに言われる

方がありまして、私はたまたまお一人にしか会え

なかったわけですけれども、この見回りの範囲を

特に市の施設管理しているところ、そういったと

ころを全部把握していただきたいなと思うんです

が、その点はいかがでしょうか。 

○福祉課長 

 公園すべてというのがちょっと無理があるかも

わかりませんけれど、主な公園はできる限り回ら

さしていただきたいと思います。 
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 それと、いろんな情報もちょっと得ながら、都

市計画の管理権もありますものですから、それも

お聞きしながら、なるべく多くの公園を回ってい

きたいなというふうに計画します。 

 以上でございます。 

○髙笠原委員 

 大変人手がない中での緊急のこういう見回りで

すから、本当に大変だとは思うんですが、ホーム

レスになられる事情の方は、いろんな事情でなら

れているわけですので、ぜひそういうところにも

手を差し伸べていただきたいなと思います。 

 特に、知立団地につきましては、外国の人が、

派遣切りということで、職を失う人が大変多くい

らっしゃいます。それで、外国の人については、

ホームレスの外国の人についてはどのような対応

をされるのか、お聞きしたいと思います。 

○佐藤委員長 

 ここで、午後１時まで休憩とします。 

午前11時59分休憩 

―――――――――――――――――――― 

午後１時00分再開 

○佐藤委員長 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉課長 

 ホームレスの外国の方ということでございます

けれど、今現在でも生活保護の中に外国の方もお

見えになります。 

 もちろんホームレスの外国の方も必要であれば

保護していかなければならないというふうに思っ

ておりますので、医療にしろ、また住宅の問題も

ございますけれど、必要であれば保護していくと

いうことで対応さしていただきたいと思っており

ます。 

○髙笠原委員 

 ありがとうございます。特に外国の方が派遣で

一番最初に切られておりまして、中にはもう本国、

例えばブラジルの方ならばブラジルへ帰られた方

もありますが、手持ち資金がなくて、帰りたくて

も帰れないという、こういう人もおりまして、も

うどんな仕事でもいいから仕事が欲しいと、こう

言われる方がここのところ大変たくさんおりまし

て、私も相談を受けるとこなんですけれども、仕

事を見つけてあげることもできませんし、そうこ

うしている間に家賃が払えなくなるという、こう

いう事態が出てきてホームレスになると思うんで

すね。 

 それで、私も公団住宅の方には申し入れも個人

的にはさしていただいてはいるんですけれども、

そうやって家賃が払えなくて、そしてホームレス

になられる方たちが一番困るわけですけれども、

そういうところで、私なんかは家賃を滞納しなが

らも、何とか逃げ惑いながらそこの住所を使って

生活保護の申請に行きなさいと、こんなふうには

言っているんですが、その程度の申請で生活保護

を受けていただけるものでしょうか。 

○福祉課長 

 家がないということであれば、一番は家を探し

てあげるという方向になります。 

 生活保護の敷金、礼金、共益費、仲介手数料も

含めて、そういったお金が出ます。最初に。一番

は家を探すということで、いつも苦労しておりま

す。何とかあいたところへ入っていただいて、押

さえて、敷金、礼金も支給して、それからあと家

賃を払っていくという方法がございます。 

 今現在、そこに住んでみえて、何とかその滞納

される分は、当然家を借りる場合は敷金がありま

すから、そういったようなことを埋めていただい

たり、家主の協力を得ればいいわけなんですけど、

家がないからどうするというのは、なかなか私の

方も生活保護の担当者もなかなかやりきれないと

ころがあります。 

 本人がどこか探していただく努力をしていただ

くという方向で、礼金、敷金も出していく方向で

保護していきたいというふうには思っております 

○髙笠原委員 

ぜひ、そういうようにやっていただきたいと思

います。 

 寮とか、そういうところにいて追い出されてし

まって、寮をあけ渡さなきゃいけなくなった人た

ちは本当に困るわけですけどね、今現在住んでい
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て家賃が払えなくて、そして出なきゃいけない人

については、私などは、よく外国の人がやってい

ることなんですが、１戸の家の中にそこに別世帯

を作ってもらって、それで保護を受けなさいと、

こんなふうでお願いをしているんですが、ぜひ温

かい支援をお願いをしたいなと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 それから、ホームレスの人たちを見つけたとい

いますか、そういうときには、どのようにやって

いただけるのか、ちょっとかいつまんでお話をい

ただければと思いますが。 

○福祉課長 

 まず、お邪魔してということになりますけれど、

まず最初に、お名前、失礼ですけど、お名前を聞

いたり、それからもともとの住まい、それからあ

と家族の方、身内の方があればということと、そ

れからまず一番大事なことは健康状態ですね。 

どこか調子が悪いかどうかというのは、やはり必

ずお聞きします。 

 前回も回ったときもそうです。県の人と回った

ときも、中に体が悪いという夫婦連れの方ですけ

れど、早速病院へ行かれました。 

 そういったような、あと方向性やら、その方の

ホームレスの今後の方向性もちょっとお聞きして、

その中で必要であれば保護の方へお願い、向こう

がされれば、うちの方も対応させていただくとい

うことになります。 

 以上でございます。 

○髙笠原委員 

 ありがとうございます。ただ、小さな子供さん

がいたりすると、本当に大変ですよね。 

 以前九州で、私、世話をした方がありましてね、

子供さんが要ると、本当に子供さんは子供さんの

施設に入れられますし、そのときに親が病気だっ

たりすると、親は親で病院に入れられる。そうい

う親子の情といいますかね、そういうものもあっ

て本当に苦しいということがありまして、本当に

そういう問題については、大変つらいものを私も

見てきておりますので、ぜひ、ホームレスの方々

には、ホームレスの方によろしくというか、何と

か助けてあげていただきたいなと思います。 

 それで、知立市の場合は、雇用促進住宅がない

もんですから、今、国も挙げて雇用促進住宅の利

用を、職を失って住宅を失っている人たちにいろ

んな手だてを考えてはおりますが、聞くところに

よりますと、市営住宅はここはちょっと違います

けれども、知立市の場合はあきがないということ

でありますが、例えば住宅を探すに当たって、今、

知立市の状況としてはどんなふうなのか、わかり

ましたら、教えていただきたいと思います。 

○福祉課長 

 住宅は、特に安いと言っては失礼ですけど、や

はり生活保護の方は余り高い単身の場合含めてで

すね、住まいが、基準額が決まっておりますもの

ですから、それ以上になると生活に響いてきます

ので、安いところが非常にないです。調査も一回

やりました。それこそ３万円台の住宅は比較的尐

なくなってきております。それと同時に取り壊し

が今現在徐々に行われる住宅もございます。 

 そんな中で、生活保護の方が住宅を探すという

のは非常に困難な事態になってきておるのは間違

いないです。 

 ただ、若干ここ最近あくところも出てきており

ます。いわゆる雇用の関係で、いなくなるという

ことも情報で聞いております。あいた理由を聞く

とそういうことです。 

 そういったことで、尐ない中で何とかそういう

ところへ入りたいなというふうで、不動産屋にい

ろいろお願いはしております。 

 いつも困ることは、そこで今、何とか住宅にそ

ぐわないところでも入っている方が若干おります。 

 いずれはちゃんとしたところへ移転したり、そ

れからまた高い住宅は生活に響きますものですか

ら、安いところへ移っていただくということもご

ざいますし、新たな方の対応もございます。そう

いうふうで若干今、尐しは明るいところが出てき

ております。いずれにしても、安い住宅はなかな

かないということで、今大変なところでございま

す。 

 以上でございます。 
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○髙笠原委員 

 いずれにしても、生活保護費扶助費、今後ずっ

とふえていくという、こういうことがうかがえる

と思いますが、先ほどもありましたように、この

担当の方々は大変な苦労があると思いますが、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

 それで、35ページの福祉給付金について尐しお

聞きしたいと思います。 

 今回482万5,000円という補正ということになっ

ておりますけれども、この福祉給付金の対象者を

聞かせていただきたいと思います。 

○国保医療課長 

 福祉給付金の対象でございますけども、いわゆ

る福祉医療の受給の対象者であります後期高齢者

医療の対象の方、それからひとり暮らしの市民税

非課税の方、それから精神障害者医療の受給者で、

やはり後期高齢者医療の対象者の方、それと20年

度から一部制度が変わったところがありまして、

旧老人医療、○老と言いますか、73、74の医療を受

けておられた方が75歳になるまでは、そのまま経

過措置として対象になるということでございます。 

○髙笠原委員 

 これは現在のところのこの増額ですが、内訳と

しては今ちょっとお話してくださいましたけれど

も、どのぐらいかはわかりますか。 

○国保医療課長 

 それぞれの受給者の方々ごとの内訳は、大変申

しわけありませんが、分類ができておりませんの

で、御容赦いただきたいと思います。 

○髙笠原委員 

 それで、先日、私、間もなく90歳になろうとし

ているお年寄りの非課税のひとり暮らしの方をち

ょっと相談を受けたりして、お世話しているんで

すけれども、その方は課長も御存じかと思います

が、○老が切れて、そのままになっておりまして、

きっと連絡も受けたことだとは思うんですが、市

からいただいた、そういう書類とか、そういうも

のを、見ることができないんじゃなくて、読んで

も面倒だ、理解しにくいとか、それから手続を自

分の方からやっていかなければいけないというこ

とで、そのままになっておりまして、ずっとお医

者さんにかかりながら医療費を払っていたわけで

すね。 

 それで、私は、こういう方々を、何でもかんで

も本人申請なんですけれども、本人からしなくて

も、そういう対象の人のところに書類を送っても

見たりもしないし、そのままになったりしている

ものですから、それをもう切り替えといいますか

ね、それと同時に対象にして保険証を送るとか、

こういう方法はないものかと思うんですが、その

点についてはどうでしょうか。 

○国保医療課長 

 この方の場合は、受給者証の更新の時期にこち

らからお知らせをしたわけですが、改めての更新

の手続はされなかった方というふうに理解をして

おるわけですけれども、高齢者の方々、手紙を送

っても見ない方もおられるかもわかりませんが、

その方たちに対して、どういうフォローといいま

すか、ことができるのかなと思うわけですけれど

も、現実に対象者の方々も非常に多いもんですか

ら、その方々一件一件の追跡調査といいますか、

そういったことをやっていない状況なわけですけ

ども、申請をされない方々につきましては、その

後も、適宜お知らせをして、それで申請に来られ

る方もおられるという状況でありますので、その

辺、現状をもう一度よく精査いたしまして、どう

いったことができるのかなということで、一度検

討をさせていただきたいと思います。 

○髙笠原委員 

 ぜひこれ検討していただきたいなと思いますが、

こういう方々はどのぐらい見えるかというのは、

これも追跡調査をしてない、人数わからないでし

ょうか。 

○国保医療課長 

 大変申しわけございませんけども、その辺の実

数は把握しておりません。 

○髙笠原委員 

 家族が近くに見えたり、時々来ていただける方

ですと、書類を本人が見ていなくても、ひとり暮

らしでも、おじいちゃん、おばあちゃん、市役所
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からこういうのが来ているよ、これ出さなきゃだ

めだよといって代行してくださるということはあ

るけれども、余りそういうおつき合いがなかった

りいたしますと、面倒だ、見にくいということも

含めて、そのままになっていると。 

それで、その方も合計すると何万かをずっと医

療費を、窓口負担をずっとしていたわけですけど

も、私が代行させていただいて手続をやりました。 

ですが、そのお金があったらこれが買えたのに、

このお金があったらもう一つ何か買えたのにとい

う、そういう言葉が出てきたときに、本当にこう

いう人たちを救うためにはどうしたらいいんだろ

うと、こんなふうに思うわけです。 

 でも、まだ施設に入ったり、そういうことをし

なくても、たとえ家の中這っていたとしても、生

活できる状態であると、90になっても90過ぎても、

ずっと独り暮らしをしていかなきゃいけない。ま

すますこういう行政のいろんな手続からこういう

人たちが省かれていってしまう。こういうふうに

思うんですよね。 

 それで、何とかこういう人たちを救えないかと

いうことで、私は保険証の更新手続、福祉給付金

の○老のこの手続は、市の方が、もう保険証を作っ

て発行して、それで本人のところへ届くか届かな

いかは別としまして、お医者さんにもずっと継続

してかかっている場合はお医者さんにも連絡して

あげるとか、何かそういうことをやっていただけ

ないかなと、こんなふうに思うんですけれども、

その点はどうでしょうか。 

○国保医療課長 

 ひとり暮らしの方、とりわけ高齢で役所からの

文書ですとか、そういったものがわからないとい

いますか、言ったとしても、その意味がわからな

い、面倒くさいとか、そういった方もおられるか

もしれません。 

その辺の実態を、例えば地域の民生委員ですと

か、そういった方にお聞きをしながら、実態を把

握をしながら、今後どういったことができるか、

限られたスタッフの中で、これも短期間で決めら

れた時間の中でやらなきゃいかんという、そうい

った制約もあるもんですから、そこら辺のことで

今の制度と、見直しをしながら、どこまでできる

かというのは、尐し時間をいただいて検討させて

いただきたいというふうに思います。 

○髙笠原委員 

 私、一般質問のときにも、民生委員が一生懸命

でいらっしゃって、大変なたくさんの数をお持ち

で、一生懸命にこの介護保険の説明をしてあげた

り、いろんなことをやっていらっしゃる方も見え

て、そういうものをぜひ生かして、地域包括セン

ターとか、そういうところと連携をとっていった

ら、こういう人たちも救えるかなと思って、ちょ

っとお話したんですが、部長が、緊急のときの連

絡先、そういうものがわかればいいと、そんなよ

うな御意見だったような気がいたします。 

 それで、ぜひこれ民生委員にも大変な負担にな

ると思うんですね。今、何件か持ってみえるとは

思うんですけれども、地区によっても件数も違う

と思うんですが、こういうところにまでたくさん

民生委員が仕事として入っているようになってき

ますと、受け持ちの件数というものも、ある程度

尐なくしていかなければいけないだろうと思うん

ですが、そういうところの関係では、民生委員の

方は今後ふやしていかれるのか、それともまた現

在のままの数字でいかれるのか、その点ちょっと、

今後の民生委員との関係でお話をお聞きしたいな

と思いますが、お願いいたします。 

○福祉課長 

 民生委員は非常に大変な業務を持って非常に大

変だなと、多くの仕事を持ってますので、そうい

うふうに思っています。 

 ただ、これは福祉のつなぎということで、これ

はどうしても民生委員に活躍していただくしかな

いと思っております。 

 人数をどうするかということですけれど、既に

19年の12月に改選を行いまして、次は３年後にな

りますので、そのときには地区によっては非常に

多いところもあると思います。これは、区域を一

度その人に当てはめて、どれぐらいの世帯がある

かどうか調査して、次の改選に向けて準備をして
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いきたいなと思っております。 

 余り世帯が多いと大変になりますから、やりき

れなくなりますから、そこら辺の精査していくと

いうことで、今86名、主任児童委員も含めて86で

すけれど、どれぐらいになるかは、ちょっとこれ

からやったみないとわかりませんけど、多いとこ

ろを半分にしたりとか、そういったようなふうで、

進めていきたいなというふうには思っております。 

○髙笠原委員 

 大変とうといお仕事をしていただいている民生

委員でありまして、その人その人によってのもの

の考え、対応の仕方によっては、件数が尐なくて

も、本当に尽くしてくださってらっしゃる方もあ

りますし、そうでない方も中にはあるかとは思い

ますが、本当に貴重なお仕事だと思うんです。 

 それで、特に知立団地の中で、孤独死、こうい

った問題が大変多くといいますか、見受けられる

と、こういうふうに思います。 

 それで地域包括支援センターね、あの八ツ田の

方の、あちらの方でも、団地に対して、孤独死の

何か防ぐ方法として、何かやっていきたいなとい

うようなお話も私ちょっとお聞きいたしました。 

 それで、そういう点においても、民生委員の活

躍が本当に待たれるわけでありまして、今ひとり

暮らし高齢者のいろんな調査はありますけれども、

年老いた御夫婦で住んでいらっしゃる方、そうい

う方も、もう２人ともが動かれないような状態の

方もありますので、この民生委員がいろいろ調査

をされたり携わる人をひとり暮らしの高齢者とい

うふうに限定しないで、お２人の家庭でも高齢者

というふうな位置づけで、見回りというのでしょ

うか、調査の対象というのですか、受け持ちの対

象、そういうものの中に入れていただけないもの

かなと。 

これはまた民生委員の方では、そんなことした

ら大変なことになっちゃうと、件数もふえちゃう

からといって言われる方もあるかもしれませんが、

やっぱり孤独死だとか、それからお２人でいらっ

しゃっても、お一人が病気でとか、動かれない状

態でという、こういうこともありますので、その

点はどんなふうにお考えになっていらっしゃいま

すでしょうか。 

○長寿介護課長 

 私どもの方から、民生委員各位におかれまして

は、ひとり暮らし高齢者の調査をお願いしており

ます。 

 それで今、おっしゃられましたように、高齢者

の夫婦というのですかね、または高齢者だけの構

成される世帯を調査対象にしてはどうかというお

尋ねだと思うんですが、それをここでします、し

ませんということは、ちょっとお答えできません

ので、するとした場合については、民生委員協議

会の方の会長ともお話をしなければいけませんの

で、いろいろ調整後でないとお答えすることでき

ませんので、よろしくお願いいたします。 

○髙笠原委員 

 私はぜひこういう２人御夫婦、こういった方々

も高齢の方を尐し対象の中に入れていただいて、

民生委員とのつながりも持っていただけたらなと、

こんなふうに思いますし、午前中に質疑がありま

した、馬場委員からの緊急通報装置の問題につい

ても、民生委員がこういうふうにかかわっていら

っしゃると、もっと生活の状況も把握できて救え

るのではないかなと、こんなふうに思いますので、

ぜひ民生委員会の方にも諮っていただいて、何と

か対象に入れていただくように、再度お願いをい

たします。 

 それで、先ほど児童クラブの放送設備のことが、

39ページになりますが、非常警報装置のお話があ

りましたけれども、この下にあります、児童クラ

ブの改修工事費、これはどこの児童クラブなのか、

まずお知らせいただきたいと思います。 

○子ども課長 

 この改修、営繕工事費36万3,000円ですが、こ

れにつきましては、西児童センターの遊戯室にあ

ります電動ブラインドということで設置してある

わけですが、それの不良による修繕でございます。 

ごめんなさい。児童クラブの改修工事の105万

のことですね。すみません。それにつきましては、

今現在猿渡児童クラブの増築の準備をしているわ
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けですが、そこの建設に当たりまして、既存の建

物との間に防火隔壁というか、間仕切りの壁を設

置するということが生じてまいりましたので、そ

れに関する費用でございます。 

 大変申しわけございません。 

○髙笠原委員 

 防火間仕切り、猿渡クラブのね。はい。 

それで先ほどちょっと途中まで言われましたの

で、最後まで各種営繕工事費36万3,000円、ちょ

っと聞きましたので、残りを聞かせてください。 

○子ども課長 

 それでは引き続きまして、南の児童センターの

遊戯室の上に設置してあります、電動によるブラ

インドが不良になりましたので、それにつきます

修理でございます。 

 御存じのとおり遊戯室が２階吹き抜けになって

おりまして、そこのところを、脚立等ではとても

できない高さのところでありますので、特殊な器

具を用意しての工事費になるかと思います。それ

に伴う工事費でございます。 

 以上です。 

○髙笠原委員 

 南の遊戯室ということですね。それで、この改

修工事費の今回は猿渡の増築のことでありますけ

れども、残りの児童クラブのところについては、

こういうようなことはないんでしょうか。営繕工

事費、またはこの防火間仕切り、こういうような

ことはないんですか。 

○子ども課長 

 昨年、建築関係の法改正がございまして、その

辺が厳しくなりました。今回猿渡の児童クラブの

確認申請の折にそういった話がございましたので、

今回対応さしていただきますが、法の規制が厳し

くなったということかなというように思います。 

○髙笠原委員 

 これは児童クラブの話でありますけれども、法

の改正が厳しくなったとおっしゃられましたが、

保育園でもそういうことはないですか。 

○子ども課長 

 今回児童クラブの猿渡につきましては、既存の

建築物に接するというか、そういった形になりま

すので、先ほど言いましたように、法の規制が入

るわけですが、今回八橋の増築部分につきまして

は、接するという、既存の建物と接しなく、離ら

かす建物になりますので、そういった規制はござ

いません。 

○髙笠原委員 

 わかりました。 

 同じく39ページに賄い材料費というのがありま

す。公立保育園のね。先ほど馬場委員が消耗品費

のお話を聞かれて、園児の増ということでありま

すが、この賄い材料費も同じく園児の増によるも

のなんでしょうか。 

 それと、副食、米、こういうようなものが、保

育園ではどういう公費と私費、そういう点におい

ての負担割合、聞かしてください。 

○子ども課長 

 今回の賄い材料費でございますが、これの16万

7,000円の増ですが、端的に申しますと、園児の。 

（「違います。531万5,000円です。」と呼ぶ者あ

り） 

○佐藤委員長 

 39ページ。公立保育園運営費。 

○子ども課長 

 大変失礼いたしました。 

 先ほど馬場議員からの御質問でお答えさしてい

ただいたと思うんですが、消耗品、賄い材料につ

きましては、一般生活費ということで、国の負担、

最低基準に定められている金額にそれぞれ子供た

ち、それぞれの人数に合わせて、各保育園に予算

の配当をしているわけですが、理由としては先ほ

ど言いました園児の増加ということでございます。 

 ただ、こういった給食費については、保育料の

中に含んでおります。 

 ただ、先ほどのちょっと私誤解、先に申し上げ

ましたが、賄い材料という主食分につきましては、

それぞれ１ヵ月600円ということで、それぞれ負

担していただいておるということでございます。 

○髙笠原委員 

 それぞれ600円の負担ということですが、この
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賄い材料費というのは、大体主食と副食、こうい

うふうに分けますと、負担区分が違いますか。 

 そこのところをまず教えてください。 

○子ども課長 

 主食ということでお願いしてますのが、保育園

ではパン、それから米代ということで、主食代と

いうことで月額600円の方をいただいておるとい

うことでございます。 

○髙笠原委員 

 そうしますと、今回の賄い材料費の511万5,000

円というものは副食費と、こういうふうに考えて

よろしいんでしょうか。 

○子ども課長 

 副食費も含むというふうに理解していただけれ

ば結構かと思います。 

○髙笠原委員 

 531万5,000円の中身、内訳を聞かしてください。 

○子ども課長 

 中身ということでございますが、これにつきま

しては、それぞれ先ほど言いました、一般生活費

の保育単価にそれぞれの保育園にいる子供たちに

対して積算しております。 

 当初、それぞれの保育園ごとに内訳はあるわけ

ですが、最終的にトータルとして、先ほど言いま

した、補正の531万5,000円になるわけですけども、

消耗品とそれから賄い材料ということで、それぞ

れの内訳と言いますと、各保育園ごとに金額的に

は違ってまいります。 

 以上でございます。 

○髙笠原委員 

 消耗品と同じく園児数が伸びたからというふう

で、先ほどお話がありましたが、それで主食、米、

パンについては自己負担、それから副食費といい

ますか、デザートも全部含めて、そういうものは、

保育料の範囲の中に入っていると、こういうふう

な認識でよろしいですか。 

○子ども課長 

 そういう認識で結構でございます。 

○髙笠原委員 

 そうしますと、今回の531万5,000円については、

先ほど計算方法も言われましたけれども、この副

食費の材料費もこの中に、今の補正の中に入って

いると、こういうふうに見てもいいということで

すね。 

○子ども課長 

 そういうことでございます。 

○髙笠原委員 

 ただ、これは531万5,000円は、副食だけではな

くて、ほかのものも入っているというふうですが、

昨今の事情からいって、いろんなものが物価が上

がっておりますけれども、こういう影響もあるの

かどうか、その点を聞かしてください。 

○子ども課長 

 やはり、先ほどお話さしていただきました人数

ということもあります。また、材料費ですか、賄

い材料費のそれぞれの単価の引き上がったことに

も影響はあろうかと思います。 

○髙笠原委員 

 食育のほかに、食の安全ということもあって、

大変気を使ってくださってはいるとは思いますけ

れども、一般的にどういうところで、どういう材

料なんかが、大変ちょっと値上がりをしていると、

こういうようなことがわかれば参考までに教えて

ください。 

○子ども課長 

 賄い材料それぞれということで、細かく私の方、

ちょっと、まあ一般的に言われています小麦粉な

んかは、これは副食ということになるんですが、

小麦に関してはかなりの値上がりをしたというこ

とは皆さん御存じのとおりですが、全般的に若干

ずつ、これというもの、ちょっとここで答弁でき

ませんけど、全般的に上がったということの答弁

をさしていただきたいと思います。 

 ちょっと個別ではどれだけというのは承知して

おりません。 

○髙笠原委員 

 いろんなものが上がって、一般家庭でもこの食

費が大変かさんできたということでもありますの

で、保育園でも同じだとは思うんですが、地産地

消ということで、いろんなところでは御近所の農
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家の方々の御協力もあるかと思いますが、ぜひ頑

張っていただきたいなと思います。 

 それで、これだけで531万5,000円で賄い材料が

この３月、今年度やれるという、こういう見通し

でよろしいですか。 

 それとまた来年度についてはもっと上げていか

なければ、計算の中で上げていかなければならな

いという、そういう状況にもありますか、どうで

しょうか。 

○子ども課長 

 ３月までの執行につきましては、今回補正させ

ていただいた中ではやりくりできるというふうに

思っています。 

 また、今後につきまして、当初予算の中には、

こういった補正の対応も考えて、当初予算を組ん

でまいりますので、今後のガソリンも下がってき

たということはありますけども、これ以上の食品

関係の、今まで上がってきたような比率で上がる

ということは考えにくいのかなという予想はして

おります。 

 そのときにまた、これ以上に悪化してくれば別

ですけども、今年度の補正後の実績に基づいて当

初組んでまいりたいというふうに思っています。 

○髙笠原委員 

 大変な中でのやりくりですが、よろしくお願い

をしたいなと思います。 

 それと、18ページ、20ページ、21ページになり

ますが、障害福祉サービス費との負担金、これは

国の方は２分の１、それから県の方は４分の１と、

こういうふうでありますが、私は障害者の自立支

援法、これが来年改正ということなんですが、改

正に当たりまして、どんなふうに考え、これから

やっていかれるつもりなのか、そこの点をまずお

聞きしたいなと思います。 

○福祉課長 

 国の方では、抜本的な改正ということで、今ま

で改正、改正と来ておりまして、何が原因かとい

うと、報酬単価が低かったということと、いろん

な利用者負担を含めてあったわけですから、臨時

特例交付金もセットし、補てんするというような

中身でございました。 

 今度12月25日に、国が改革について、県に対し

て説明があるということを聞いております。 

 何を改革するかというと、まずは報酬単価の見

直し、いわゆる報酬単価が今回４パーセント、今

年の20年４月から上がりましたけど、これについ

て、もう一度見直しをしていくということでござ

います。 

 それから、そのほか食費の負担やら、それから

利用者負担をどうしていくかということも含めて、

今度は国の方が示していただけます。 

 それに伴って、市の方も、システムというもの

がございます。障害者サービスの中のシステムが

ございます。それを改めていかないけないという

ことで、今回補正にも上げさせていただきました

ですけれど、まだ今のところ示されたものが出て

こないのが現状でございます。 

 何とかいい方向で示していただければいいかな

と思っております。 

どれがどうだこうだというのがわからない中で、

お答えすることはちょっとできないところが申し

わけございませんですけど、以上でございます。 

○髙笠原委員 

 まだ国から県の方に話があるのは今月の末と、

こういうことですが、介護保険も同じなんですが、

改正を迎えるその前の年ぎりぎりいっぱいにしか

ものが出てこないと。こういうことは、その計画

を組む市町村にとっては大変なことになるわけで

すよね。 

 だけど、それまでの間には、利用者の方や事業

者の方、こういった方々からいろんな苦情もある

わけですし、また議会を通じていろんなこともお

話があるわけですので、同時に進行していかなけ

ればいけないだろうと、そんなふうに思うんです

が、私ども日本共産党が、来年度の障害者の自立

支援法、それが改正に当たって、いろいろアンケ

ートをとらしていただきました。 

 アンケートといいますか、調査なんですが、利

用者や事業者の方、また関係する自治体、こうい

った方々のところにいろんなアンケートをとらし
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ていただきまして、たくさんの皆さんから御回答

もいただいて、いろいろまとめさしていただいた

んですね。 

そういう中で、利用者の方々は、いわゆる介護

保険と同じで、応益負担で原則１割負担ですよね。

それが例えば通所であれば、給食費とそれから働

く工賃と、それがやや何と言うのでしょうね、一

緒ということで、働いても実入りがないと、こう

いう状況に近いと、こういうことであり、また施

設入所の人も、やはり負担増を理由にして、外出

だとか、そういうものを控えるようになって、そ

ういう障害者の方が多くなってみえたということ

で、全般的には７割以上の人たちが応益負担につ

いては廃止をしてほしいんだと、こういう声が出

ております。 

 それで、利用者の声もまた事業者の声もあるん

ですが、事業所については、報酬引き下げで、今

回いろいろ手はありましたけれども、減収となっ

て、けやきも今年度は復活いたしましたけど、昨

年でしたか、行事ができなかったりいたしました

し、また施設、副の方でしたか、そういう方も仕

事をやめなければいけなかったという、いわゆる

正規が非正規になったり、それから首切りがあっ

たりとか、こういうふうなことで、労働条件をず

っと切り下げていく、こういうことが起きてきて、

そして介護保険と同じく従事をする人たち、そう

いう人たちの離職がどんどん進んできていると、

それで募集をしても将来に不安があるからという

ことで、こういうお仕事には余り就きたくないと

いう、こういう状況が生まれてきていると、こう

いうようなことがアンケートで出てきております。 

 そして、こういう危機を何とか打開してほしい

というのに、報酬単価の引き上げをしてほしいと、

それから月払い方式になりましたよね、そういう

ものも直してほしいとか、それから職員の配置基

準の改善、正規職員の配置を含めて配置基準の改

善、こういうものも各事業所の方でも求めている

というのが、大半の調査の結果が出てまいりまし

た。 

 そして、自治体にもいろいろと御協力をお願い

をして、この自治体での調査の回収率は72パーセ

ントと、こういうことですので、全国の自治体か

らはたくさんの御意見をいただく中で、利用者負

担の軽減策、そういうものと、独自の施策を実施

したけれども、こういうところでも財政力の弱い

ところとそれから財政力のあるところで自治体独

自の、例えば減免制度、こういうようなものを実

施をしたいと思っても、財政力が弱いとできない

と、財政力のあるところは実施していけると、こ

ういうことで、自治体間の格差が生まれてきてい

る。こういうことも各自治体からも言われており

ます。 

 そして、一番言われておりましたのが、地域生

活支援事業と、こういうものですね。市町村の責

任でやる事業です。これも国が５割負担をするん

だと言っているけれども、４割負担で、国の補助

金が不十分だと、だから国はもっと約束した補助

金をしっかりと払ってほしいし、全般的には国の

補助金をもっと上げてほしいと、こういうふうな

ものが各自治体の中で回答を寄せられております。 

 それで、ぜひ、私は、国が県の方に示すのが今

月の末、25日であるけれども、それを受けて県か

らまた市の方にお話があって、自立支援法の改正

に向けて準備をされることなんですけれども、今

言ったようなことを、ぜひ、改善といいますか、

そういうふうに要望を取り入れてやっていってい

ただきたいなと、こういうふうに思うんですが、

その点はどんなふうにお考えでしょうか。 

○福祉課長 

 確かに、補助金については、いろいろなことが

ございます。特に先ほど、地域生活支援事業とい

うことでございますけど、これは交付税算入600

万超した分300万は４分の３ですよと、そういう

ことですから、知立市の場合は不交付ですので、

入ってこないと、こういったところがございます。 

これは国の一つのやり方です。やり方と言っては

失礼ですけど、方法ですね。 

 こういうこともございますし、いろいろ各市町

村の意見もたくさん出てきております。 

 ただ、こちらの方から、会議の中ではお話はで



- 31 - 

   

きるんですけれど、要望となると、またそれなり

に各市町村の御意見があって、また市長会やらい

ろいろなときに出していただくということが必要

じゃないかなと私は思っております。 

 会議の中では、何も意見は通りませんですから、

各市町村の近隣の市町村の意見も含めてですね、

そういった場でお願いしたいなと私の方は思って

おります。 

○髙笠原委員 

 介護保険同様、本当に自立支援法は介護保険と

リンクをさせていこうという、こういうもくろみ

もあって、こういうふうに応益負担だとか、こう

いう問題が出てきているわけですけれども、ぜひ

こういう弱者の人たちのための本当にこれで障害

者が自立できるのかと言えるような中身だと私は

思いますので、ぜひ声を大にしてこれは言ってい

ただきたいと、こういうふうに思います。 

 それで、各自治体が必ず実施すべき五つの事業

があると、こんなふうに聞いておりますけれども、

その中身、尐し私わからないでいるもんですから、

教えていただければと思いますが、お願いをいた

します。 

○福祉子ども部長 

 私の方から御紹介させていただきます。 

 これはまず大きく分けまして、この自立支援法

の制度でございますが、自立支援給付という事業

と、それから先ほどおっしゃられました地域生活

支援事業と二本立てになっておりまして、自立支

援給付は国の方の基準をもとに制度がありまして、

あと、地域生活支援事業というのは、市町村が実

施主体で行う事業でございます。 

 その中に必須事業というのがございますが、こ

れは相談支援、例えば手話だとか、それから各種

障害サービス、いろんなことの相談体制を充実す

るための相談支援ですね。それから、コミュニケ

ーション支援の方が手話とか、そういった方の聴

覚障害の方の支援ということでございます。 

 相談支援とコミュニケーション支援と、それか

ら日常生活用具の関係でございます。補装具の方

は自立支援給付の方に入りますので、日常生活用

具の方は市町村が実施主体。 

それから、移動支援、いわゆるホームヘルプサ

ービス、それと地域活動支援センター、これは例

えば身体障害者のデイサービスだとか、それから

今カトレアワークスが県の補助事業でやっており

ますが、これが地域活動支援センターの方に移行

するような形、そういうようなものでございまし

て、全部で五つございます。 

 それが国から必須事業として市町村の方に義務

付けされている事業ということでございます。 

○髙笠原委員 

 ありがとうございます。 

 それで、日常生活用具なんですが、これは障害

者の自立支援法との関係でいきますと、どんなも

のが貸し出しというか、そういうふうにできるん

でしょうか。 

○福祉課長 

 日常生活用具ということでございますけど、こ

れは地域生活支援事業の、市が実施主体になりま

す。 

 補装具とはちょっと違いますものですから、生

活の中に用品として必要だと、補装具は補助する

という意味で、変わってきております。 

 ベッドやらいろんなものがございます。今ここ

で言うと相当ございます。要綱の中にもたくさん

示されておりますので、一般的に障害者の生活に

必要な用具、ベッドを含めいろんなものがござい

ますので、そういったようなもので解釈していた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○髙笠原委員 

 いろんなことが矛盾がたくさん出てきても、そ

れをいろいろ、何とか改正したいなと思っても、

その声が届かないと、こういうような状況にある

ということは、介護保険しかり、この自立支援法

もしかり、それから後期高齢者もしかり、こうい

うふうで、市民の声、国民の声がちっとも反映さ

れていかない、いかないと言っちゃいけませんで

しょうけれども、届きにくいという、こういう制

度がどんどんと作られていって、それに振り回さ
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れている自治体もそうですが、市民が一番困るわ

けですね。 

 それで、こういうサービスを使って生活してい

かなければいけない人たちが本当に苦労している

わけですが、今、自治体が必ずやっていかなけれ

ばいけない地域生活支援事業、こういうもので、

例えば手話の通訳、こういった方々も私、前に１

階の福祉のところに手話の通訳の方を置いてほし

いだとかお願いもして、こうやって実現をさせて

いただいているわけなんですが、例えば手話でい

きますと、今利用の方はどのくらいいて、どんな

ふうで使ってらっしゃるのか、私も１人、聾唖の

方がいらっしゃいまして、その方とお話するのに、

自分が手話が使えないものですから、ちょっと大

変、話が通じにくい面もあるんですが、そんな使

い方はどんなふうにされているのか、ちょっとお

聞かせいただきたいと思います。 

○佐藤委員長 

ここで10分間休憩します。 

午後２時00分休憩 

―――――――――――――――――――― 

午後２時10分再開 

○佐藤委員長 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉課長  

 今、手話の窓口を福祉課に設置さしていただい

ております。 

 この方は火曜日と水曜日ということで業務して

いただくわけですけれど、当然ＰＲも聴覚障害者

の方々について、承知済みです。ＰＲをしてます

から。市に見えて、いろいろ市の手続やら、一部

家庭のことやらもございますけれど、ほとんど手

続が多いです。 

 そういったときに、中へ入って、案内したり、

手話通訳したりということで、今、業務を行って

おります。 

 また、本当の相談ということになりますと、障

害者全般に相談員が派遣して訪問する相談業務も

別にございますので、今の御質問はそういったよ

うな中身でございますので、よろしくお願いしま

す。 

○髙笠原委員 

 訪問でお願いをする場合は、どういうものがあ

るんでしょうか。 

○福祉課長 

 訪問につきましては、これも２日間にわたって

やりますけど、あくまでもこれは障害者の方をリ

ストアップして訪問するという方法です。 

 リストアップするのは、福祉の里八ツ田の中に、

地域福祉サービスセンターというものがございま

す。これは障害者の方々が登録をして、その障害

の内容、それから生活の内容等を含めてカルテに

なっておりますものですから、特にうちの方とし

ましては、そういった方々もサービスをまだ受け

てない方を中心に、連絡をとり訪問さしていただ

いて、いろんな相談に乗っていくという方法をと

らさしていただいております。 

 待っていると、なかなか相談に見えないという

問題がございますので、訪問してサービスやらい

ろんな生活やら、そういったものを相談を受けて

対応さしていただくということで行っております。 

 ただ、まだそれが相談からサービスを提供する

には、やはりそれなりの技量を持った方が、ケア

プランを立てるような相談員がまだ知立市には設

置してないというのが、ちょっと問題がございま

すけれど、これから社会福祉協議会の方でそうい

った相談員も充実していきたいというふうで、お

願いしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○髙笠原委員 

 ちょっと安心しました。あの方はどうなってい

くんだろうと、お話されても余りわからないで、

どう答えていいかと思って、にこにこして通って

いくというような、そんな状況ではいけないなと

思っておりまして、この先のことをちょっと心配

しておりましたが、ぜひ、福祉協議会の方とも御

連絡をして、やっていただきたいなと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それで、来年度に向けてのシステム改修が251

万7,000円と、こういうことで今度行われるとい
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うことですが、先ほど言われた単価の引き下げだ

とか、報酬単価の見直しだとか、こういうものも

入ってくるんじゃないかと、こういうことですが、

そのほかについて、先ほど日本共産党の全国にわ

たっての調査、このものについて、尐し述べさし

ていただきましたけれども、こういうものを国に

ぜひ要望していただきたいというわけですが、残

念なことに、市長にお願いするわけにもいかなく

て、本当にどうしていいかわからない状況におり

ますが、後任の方にも、ぜひ担当の方からもこう

いう問題については、ぜひ要望していただきたい

と、このようにお願いをいたします。 

 それと、35ページ、子供医療費の問題について

でありますが、資料も出ておりますが、尐し説明

をしていただければと思いますが、お願いをいた

します。 

○国保医療課長 

 今日資料を提出をいたしました。まず資料の説

明から簡単にさしていただきます。 

 これは20年度の子供医療の現状とそこにありま

すように、現在の８月診療分までの市の負担のそ

れぞれ県補助対象と市単独事業分のそこで振り分

けをいたしました。 

 御承知のとおり、今年の４月から、従来の乳児

医療という制度から、子供医療という制度に変わ

りまして、４、５月とそれから６月以降につきま

しては、これは対象者が違いますとともに、医療

費の支払う内容も異なっております。 

 まず、４月、５月ですけども、この県補助対象

分でありますけども、受給者の内訳といたしまし

ては、これは０歳から３歳までの子供さんの入院

と通院に係るものの自己負担分に相当する分、そ

れから市単独事業ですが、これは４歳から小学校

１年生までの子供さんの入院と通院に係る自己負

担分に相当する分、それから６月以降ですが、こ

れがちょっと入りくりがありまして、まず、内容

といたしましては、０歳から15歳までの入院に係

るもの、それから０歳から６歳までの通院に係る

ものの自己負担分に相当するもの、それから市単

独事業といたしまして、小学校１年生から中学校

３年生までの通院分に係るものの自己負担分がそ

れぞれの負担額になっておるわけであります。 

 それで、ごらんになっていただきますとおり、

５月までとそれから６月以降につきましては、こ

れは受給者の対象が広がった関係で、受給者数が

ふえております。それから、受給件数も同様にそ

れに伴ってふえております。 

 今回の補正でありますけども、このうちの県の

補助対象分につきまして、これは当初予算の作成

のときに、全く新しい事業といいますか、対象が

変わるということで、私どもの方も十分な資料が

なかったということで、全く不明の至りで申しわ

けないんですが、県の補助対象分につきまして、

過大の見積もりをしてしまった。反面市の単独事

業分につきましては、過小の見積もりをしてしま

ったということで、補正の場合は７月診療分まで

ですけども、それまでの実績を考えまして、これ

からの医療費の動向を考えますと、どうも見込み

が甘かったといいますか、予算に不足が生じるだ

ろうということで、今回補正をさしていただきま

して、そのうちの県の補助対象分につきましては、

これが過大に見積もりをした結果、歳出が減りま

して、その分の県の歳入分も減ってくる。逆に、

市の単独事業分につきましては、過小の見積もり

をした結果、医療費に不足を来すということでご

ざいます。 

 過尐見積もりした原因ですけども、当初予算の

見積もりでは、６歳の子供さんの医療費を基準に

しまして、それ以降の年齢の方々につきましては、

若干の補正で単価減をいたしまして、その単価を

低くしすぎたということであります。 

 この裏づけといたしましては、国保の１年分の

費用額を年齢階層ごとに出しまして、その結果、

今回の市単独事業分に相当する方々の費用額とい

うのが非常に低かったということもありまして、

これはそんなには伸びないだろうというふうに見

積もったわけですけども、これがすべて現物給付

ということになりまして、受給者の方のその辺の

心理的なものもあったのかなと、今は思うわけで

すけども、その辺の諸般の事情が斟酌できなくて、
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今回このような補正の内容になったということで

ございます。 

○髙笠原委員 

 一口で言えば見込みが違ったと、こういうこと

になるのかと思いますが、中学生も今度対象にな

ってきて、この中学生の見込み、先ほど６歳を基

準にしていろいろ考えられてはおりますけれども、

そこのところをもうちょっと詳しく教えてもらっ

ていいですか。 

○国保医療課長 

 20年当初予算の見込みをしますときに、18年ま

での実績というのは出ておりますので、これに19

年度の途中までの実績、これを加味いたしまして、

年平均の７パーセントの上昇があったということ

ですので、20年度もそれと同じ上昇率を見たわけ

です。 

 ０歳から６歳までの方々のベースから、10歳か

ら12歳の人たちは、これから15パーセントカット

いたしました。それから、13から15歳の方々は30

パーセントカットしたものを、それぞれの伸び率

といいますかね、そういったもので算出したわけ

です。 

 本来ですと、各歳刻みの費用があって、それぞ

れの区分ごとのデータがあればいいわけですけど

も、そういったデータも手元には全くないという

ことでしたので、当初予算の作成に当たっては、

今申し上げました６歳の方のなおかつ18年度の実

績と19年の途中までの実績をもとにいたしまして、

それぞれの上昇率を掛けてなお調整率を掛けたと

いう結果で、こういうことになったということで

ございます。 

○髙笠原委員 

 そうしますと、中学生の場合は、今言われたよ

うな状況でやったけれども、いろいろとふえたと、

見積もりよりも、予定を組んだよりもふえたと、

こういうことですね。 

 それで、今インフルエンザが新しい形のものが

どうのこうのと、毎日のようにテレビ、新聞で言

われておりますけれども、今回のこの補正でもあ

りますけれども、今後、この子供医療費について、

どんな問題が生じてくるのか、それとあわせて今

後の見通しも聞かせていただければと思いますが。 

○国保医療課長 

 まず、インフルエンザが代表するこれからの季

節要因といいますか、その問題ですけども、それ

につきましては、この補正予算の医療費の見込み

の中に若干の伸び率が見込んでありますので、大

流行して、たくさんの医療費がかさむようですと、

ちょっと心もとないという気はいたしますけども、

その辺は余り過大な見積もりもできませんので、

２パーセントほどの伸びで見ております。 

 それから、今後の予想ですけども、今日お配り

をいたしました資料をごらんになってもお気づき

いただけるかもわかりませんけども、10月分が若

干支給額が減っておりますけども、これは診療月

にいたしますと８月診療分ですけども、これは推

測の域を出ないわけですけども、学校の夏休みの

前に健康診断などを受けて、疾病、耳とか鼻とか、

そういったことを治療することが７月ぐらいに集

中しておったのかなという気もするわけですけど

も、これで若干落ちておりますので、ここからど

ういうふうに伸びていくかというのはちょっと心

配なところです。 

 それで、ちょっとこれ話が変わるわけですけど

も、国保の10月診療分が今月出てきまして、それ

が今年度の最高の額でしたので、その辺はちょっ

と懸念されるところですけども、医療費ですので、

これは先が見えない世界ということですので、何

とかこのままいってほしいなというのが、正直な

とこですけども。 

○佐藤委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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議案第77号について、挙手により採決します。 

議案第77号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手全員です。 

したがって、議案第77号 平成20年度知立市一

般会計補正予算（第３号）の件は、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

議案第78号 平成20年度知立市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）の件を議題といたしま

す。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第78号について、挙手により採決します。 

議案第78号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手全員です。 

したがって、議案第78号 平成20年度知立市国

民健康保険特別会計補正予算（第２号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

議案第81号 平成20年度知立市老人保健特別会

計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

議案第81号について、挙手により採決します。 

議案81号は、原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手全員です。 

したがって、議案第81号 平成20年度知立市老

人保健特別会計補正予算（第１号）の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

議案第83号 平成20年度知立市介護保険特別会

計補正予算（第２号）の件を議題といたします。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○髙笠原委員 

 これは、来年度の改正に伴うシステム改修費の

問題が主でありますが、今日提出していただいて

おります、第４期の介護保険料の算出、これを大

変細かいものですので、3,200円ですか、そうい

う保険料ということですが、説明をいただいて、

今日の新聞によりますと、豊田は第３期同様の金

額にすると、そういうふうであります。その点も

踏まえてちょっと説明していただければと思いま

す。 

○長寿介護課長 

 それでは、お配りをしました資料について、御

説明さしていただきます。 

 保険給付費の①という額ですが、第４期の推計

としましては、59億7,260万4,543円と推計されて

おります。 

 その下段の②の審査支払手数料というのは、そ

の介護給付費に係る審査手数料分です。これの３

ヵ年分の総計が873万9,069円で、③の標準給付額

というのが保険者が支払う総額ということで、59

億8,134万3,612円となります。 

 その下の④の地域支援事業といいますのが、こ

れは保険給付費の３パーセント以内が割り当てら
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れておりますので、３ヵ年間で１億7,917万8,135

円でございます。 

 それで、標準給付額③に対する保険料の必要額

というところが、⑧になります。 

 それが21年度から23年度の標準給付費③の20パ

ーセントと⑤調整交付金相当額、これというのは

国からは平均５パーセント相当額でありますが、

知立市の場合につきましては、５パーセントはい

ただけませんので、0.67パーセントで計算してご

ざいます。そうしますと、必要額⑧の総計といい

ますのが、14億5,526万1,901円となります。 

また、地域支援事業に対する保険料必要額⑨は、

3,583万5,625円です。そうしますと、必要となり

ます保険料の総額は、⑪の欄になります。⑪の欄

は、14億9,109万7,526円となります。 

それで、21年度から23年度の３ヵ年間で、現在

積み立てています介護保険準備基金を取り崩さし

ていただきます。取り崩しの見込みの額は、⑫の

額で１億1,000万と考えております。これは保険

料の上げ幅を下げるために行うものでございます。 

そして、保険料の収納率を99パーセントと設定

しておりますので、収納必要保険料⑮が13億

9,504万8,006円と算定されます。 

そして、補正後の被保険者数、この表の上部に

当たります、計の○Ａの一番右端になります数字で

すが、３万6,223人で除した数字が保険料の年額

⑯、３万8,512円となり、月額3,209円が見込まれ

ます。 

そうしまして、先の第２回の知立市介護保険等

審議会で月額の保険料は、3,200円と決めさして

いただきました。 

これが資料の説明に当たります。 

○髙笠原委員 

 今、説明をしていただきまして、こうやってや

っていると3,209円という金額で、決定の保険料

が3,200円と、こういうことに、そうすると基金

の残りは２億3,600万でしたか。 

１億2,000万ぐらいでしょうか。残るのは。 

○長寿介護課長 

 現在の基金の残高は２億2,968万1,921円でござ

います。それで、これは満期分の利子をまた積み

立てますので、今ある金額は２億2,900万余であ

りますので、そちらからも１億1,000万引いてい

ただければいいのかなと。 

○佐藤委員長 

 暫時休憩といたします。 

午後２時38分休憩 

―――――――――――――――――――― 

午後２時41分再開 

○佐藤委員長 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

○長寿介護課長 

 どうも大変失礼しました。 

 私の説明が尐し悪くて、大変失礼しました。 

 取崩額を１億1,000万と申し上げましたが、ま

だ不確定要素なものでございますから、国から介

護給付費改定分につきまして、何がしの補てんさ

れる分がございますので、その分については、21

年度当初予算には予算計上はしてございませんが、

入るものが確定し次第、項目を設けさしていただ

きまして、計上さしていただきますので、１億

1,000万が今の準備基金、ある現在残高から直接

減尐されるものではありませんので、どれだけ入

ってくるかというのは、2,000万程度になろうか

なと思いますが、これは不確定な額ですから、基

金は４期終了のときにどれだけ残るかと言われて

も、まあ、ということになりますので、よろしく

お願いいたします。 

○髙笠原委員 

 ごめんなさい。ちょっと飲み込みが悪くて申し

わけありませんが、もうちょっとかいつまんで話

していただきたいのと、国から補てん分があると

いううけど、この補てんは何の補てんなのか。そ

して、これが保険料に結びついていくものなのか。

そこのところを聞かしてください。 

○長寿介護課長 

 これは保険料に反映されますのは、あくまで介

護認定者の方が使われました保険給付費、それと

地域支援事業に要する費用、その20パーセントに

相当する額が単純に言って、保険料でいいのかな
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と思いますけど、若干中の割り振りがありますの

で、その説明ではおかしいかもしれませんが、保

険料というのは、介護給付費を９割保険者が執行

するわけですが、負担割合そのものといいますの

が、21年度以降は、保険料が20パーセント、社会

保険診療報酬支払基金が30パーセント、国が25パ

ーセント、県が12.5パーセント、市が12.5パーセ

ントの負担割合で支出をしていきます。 

 それで、国庫の25パーセントの中に、調整交付

金５パーセントが含まれておりますので、その５

パーセントのうち、知立市の場合は１パーセント

を切ってしまいますよということですから、保険

料にその差金分が跳ね返ってまいります。 

 それで、先ほど言った、医療改定３パーセント

に係る分について、国の方から何がしの金がおり

てくるわけですので、保険給付費に対する何ぼか

のものが、どういう名称かわかりませんが、補て

んされるということです。 

○保険健康部長 

 来年度から介護報酬が３パーセント引き上げを

されます。 

 それで、３パーセント引き上げられますと、当

然保険料もどんと上がることになりますので、国

はその激変の緩和ということで、３パーセントの

うちの半分、具体的に言いますと、初年度は全額、

次年度は半分、トータルで言いますと半分になる

わけですけども、この分を国が交付金として市町

村に対していただけます。 

 市町村はそのお金を準備基金とは違う名目の基

金として積み立てて、それを取り崩すことによっ

て、保険料の上げ幅を抑えるということになって

おるわけでございます。 

 その金額というのが、はっきりまだわかりませ

んけども、私、先ほどの本会議のときにも答弁さ

していただきましたように、全く私の個人的な試

算でございますけども、2,000万程度ではなかろ

うかというふうに思っておるわけでございます。 

 したがいまして、この１億1,000万という、こ

の資料の中にございますけども、この１億1,000

万の基金の取り崩しの中には、国からいただける

2,000万も含まれておりますので、市が今まで貯

めてきた準備基金の取り崩し額としては、１億

1,000万から仮に2,000万もらったとすると、実際

の準備基金の取り崩しは9,000万ということにな

ると、そういうことでございます。 

○髙笠原委員 

 そうすると、今回の第４期の保険料のところに

は、直接これは１億1,000万を取り崩しますので、

計算して3,200円ということですので、この2,000

万入ってくるものは、今回の保険料の3,200円の

ところには、一切影響が出ていないわけですね。 

 入っているということですか。これがね。はい。 

 何かちょっとまだわかりませんけども、後でま

た勉強いたします。 

 それで、まず基金の取り崩しが、これは３ヵ年

で第４期なんですけれども、21年度、22年度、23

年度が金額が違うわけですけれど、これは医療費

の伸びが何か影響、影響というのかな、そういう

かげんでこの年度ごとの基金の取り崩しの金額が

違うのか。まずそこのところ聞かしてください。 

○長寿介護課長 

 平成21年から22年につきましては自然増でござ

います。 

 平成22年から23年にかけても自然増も含まれて

おりますが、23年度におきましては、小規模特養

の開設を見込んでおりますので、その分が含まれ

ておると思います。 

○保険健康部長 

 基金の取り崩しの額が、各年度違うということ

の説明ですね。 

 これは、まず１億1,000万トータルの金額を出

します。そうすると3,209円になるわけです。 

 各年度、3,209円に合わせるために、１億1,000

万を振り分けたというだけのことでございます。 

○髙笠原委員 

 私の財布の中のやりくりみたいで。そうですか。 

はい、わかりました。 

 それと、この所得段階なんですが、前の第３期

のときには、介護度の段階が軽度の方にシフトす

るような形で分けられたんですが、所得段階は第
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８段階までありますけれども、これは現在と一緒

ですか。 

○長寿介護課長 

 現在は６段階方式をとっております。 

 それで、４期は８段階方式をとらさしていただ

きます。 

○髙笠原委員 

 その背景というか、理由を聞かせてください。 

○長寿介護課長 

 従前までは、激変緩和措置をとらさしていただ

いたわけですが、税改正も済みまして、経過年数

もたっておりますので、今後加入される第１号被

保険者の不公平の感じを取り去るような形で激変

緩和措置はなくなります。 

 そうしますと、当市の場合８段階に変えさして

いただくわけですが、４段階目の方が負担がきっ

と重くなりますので、お手元の表のとおり、公的

年金プラス所得が80万より尐ない方については

0.85の係数が掛けてございます。 

 そして、第８段階の方、所得金額500万以上の

方につきましては、係数が1.65となっております。 

 以上でございます。 

○髙笠原委員 

 今までは第３段階の人が、１でしたかね。それ

が今度第４段階の人になるということですか。 

○長寿介護課長 

 従来の階層と比較さしていただきますと、第１

段階の方の料率の0.5は変わりございません。 

 第２段階も変わりございません。 

 第３段階も変わりございません。 

 第４段階の方が1.0、これが標準となります。 

 それで、従前は第４段階の方が激変緩和対象と

なっておりましたので、そこで何ぼかの比率がご

ざいます。 

 第５段階につきましては、従前が1.25で、改正

するものが1.15でございます。 

 金額が５と６の方が1.15と1.25ということです。 

 それで、従前の第６段階の1.5の方が第７段階、

第８段階ということで、1.5と1.65に変えさして

いただきます。 

○保険健康部長 

 ちょっと補足をさせていただきますと、今まで

第４段階の方は、１でございました。第４段階と

いいますのは、世帯は課税なんですけども、本人

さんは非課税だという方でございます。その方は、

料率が１でした。 

 ところが、単身の独居の方で、例えば年金収入

80万円以下の方ですと、独居の場合だと0.5でし

た。ところが、第４段階で息子さんは課税されて

おっても私自身は年金を80万しかもらってないと

いう方は１でした。２倍の差があったわけです。

同じ年金80万なのに、ちょっと差がありすぎるん

じゃないかということで、国の方も、ちょっとこ

ういったことを見直しなさいよということで、そ

の方については、0.85にするということでござい

ます。 

 それと、従来の第５段階につきましても、第５

と第６の差を所得200万で切っておりまして、200

万以下ならすべて1.25でした。 

 それもちょっと所得が50万の人と200万ではち

ょっと差があるんじゃないかということで、もう

１段階125万というのを付けて、その方には1.15

ということで、より低所得の方には有利になるよ

うな段階をふやして、平準化を図ったということ

でございます。 

○佐藤委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第83号について、挙手により採決します。 

議案第83号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 
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挙手全員です。 

したがって、議案第83号 平成20年度知立市介

護保険特別会計補正予算（第２号）の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

議案第84号 平成20年度知立市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）の件を議題といたし

ます。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第84号について、挙手により採決します。 

議案第84号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手全員です。 

したがって、議案第84号 平成20年度知立市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第86号 知立市国民健康保険条例の一部を

改正する条例の件を議題といたします。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○髙笠原委員  

 出産一時金が今までの35万円から38万円と、こ

ういうことでありますが、こういう制度といいま

すか、ものができてきた状況といいますか、その

経緯を尐し詳しく教えていただきたいと思います。 

○国保医療課長 

 まず、今回の条例改正の背景といいますか、こ

の制度ができてきました背景を申し上げます。 

 子供さんを出産をされるときは、一定の確率で

避けることができない事故が起きると、そういう

ふうに言われておるわけですけども、例えば１年

間で100万件余の出産が日本国内でされるそうで

すけども、それに対して今年は500から800人ぐら

いのそういった出産のときに避けることができな

い事故で、脳性麻痺にかかる子供さんが出てくる

と、そういうようなことがあるそうでありまして、

そういった分娩時の医療事故というのは、お医者

さんの過失によるものではなくて、一定の確率で

起きてしまうという、これはまだ原因がしっかり

と究明はされてないそうですけど、現実にそうい

うことが起きるということであります。 

 そういった医師の過失の有無に関係なくて事故

が起きてしまうということで、最近の傾向として

は、そのことが裁判で争われるということがある

そうでありまして、そういった産婦人科といいま

すか、お産を扱う医療機関、あるいは助産院もそ

うであると思いますけども、そういったほかの医

療機関に比べてお産を扱うところは医療リスクが

高いということで、そのことが、結果、産科医不

足、お医者さんが不足するという理由の一つとい

うふうに見られておりまして、安心して医療を受

けられる環境整備を図ると、そういった一環で今

回の産科医療補償制度というふうに言いますけど

も、そういった制度ができたというのが、一つの

背景でございます。 

 以上です。 

○佐藤委員長 

ここで10分間休憩といたします。 

午後３時00分休憩 

―――――――――――――――――――― 

午後３時11分再開 

○佐藤委員長 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

○国保医療課長 

 すみません。答弁がちょっと不十分でした。 

 追加さしていただきます。 

 先ほど申し上げましたのは、今回の産科医療補

償制度という、その制度ができたきっかけといい

ますか、背景であります。 

そういったことで、避けることができない、そ



- 40 - 

   

ういった子供の出産にかかわる後々の脳性麻痺に

対する補償制度というのが、来年の１月１日から

動き出すわけです。 

 この制度の対象になる子供ですけども、通常の

妊娠分娩で出生の体重が2,000グラム以上でかつ

在胎週数が33週以上で、先天性要因等、そういっ

たものを除くわけですけども、そういった出産に

もかかわらず、身体障害者等級の１、２級相当の

重症になってしまった場合、そうした場合には補

償の対象になるということであります。 

 この保険の制度、仕組みですけども、分娩機関

ですね、それが財団法人の日本医療機能評価機構

という法人がありまして、そこが契約者になりま

して、民間の損害保険会社に加入をいたしまして、

１分娩当たり３万円の保険料を払うわけです。 

 実際の保険料の負担は、医療機関がその分娩の

たびに負担をするわけですが、その保険を取りま

とめるところが日本医療機能評価機構ということ

です。 

 それで、残念ながら分娩の結果障害が出てしま

った子供に対しましては、その子供さんが１歳か

ら５歳の間に医療機関を通じて保険会社に保険金

の請求ができると。重度の場合には６ヵ月からで

きるということです。 

 それから、先ほど33週というふうに申し上げま

したけども、在胎週数が28週以上の子どもさんに

関しましても、別に定めます要件に該当する場合

には、この方たちも補償の対象になるということ

であります。 

 そういった保険を１分娩当たり医療機関が３万

円負担をするということになりますので、その３

万円の費用が分娩費用に転嫁をされるといいます

か、分娩費用の中に含まれて分娩をされる方に請

求がされる。したがいまして、仮に35万円の分娩

費用が出る場合には、それに３万円の保険料が上

乗せされるわけですので、医療機関から請求され

るのが38万円というふうになるわけです。 

 したがいまして、現在、出産育児一時金が１分

娩当たり35万円というふうにしておるわけですけ

ども、今回のこの制度が発足したことによりまし

て、そこの産科医療補償制度に加入している分娩

機関で出産した場合には、その３万円分は出産育

児一時金に加算をしてお支払をするというのが大

ざっぱな制度の概要でございます。 

○髙笠原委員 

 ありがとうございます。 

 それで、医療機関が３万円を負担して、日本医

療機能評価機構というところを通じて、ここがも

とになって損害保険会社と契約をすると、こうい

うことですが、妊婦さんはどこでどういうふうに

かかわるんですか。 

○国保医療課長 

 まず、この妊婦さんの現状ですけども、そうい

った産科医療補償制度に加入している医療機関で

診療をされますと、22週までに登録を、医療機関

からこの産科医療補償制度の対象であるという、

そういった登録を医療機関の方からされるわけで

す。それで、その登録されたときには、妊婦さん

には登録証というのが渡されますので、まずそこ

で第一番目にこの今回の補償制度とのかかわりが

出てくるわけです。 

 それで、その後出産をされまして、その分娩費

用を支払をされるわけですけども、その分娩費用

というのは、もちろん３万円を上乗せした分娩費

用になるわけですけども、その分娩費用を払った

ときには、明日厚生労働省令が出るということに

なってますけども、その省令の中で説明があると

いうことですが、スタンプを各医療機関に配布を

されるということで、その方が産科医療補償制度

に合致する方で分娩費用を払ったという、その証

明のために領収証なりにスタンプを押してくれる

ということでありますので、その妊婦さんは分娩

費用をお支払をされてから、それぞれの医療保険

者にそのスタンプの押された領収証を持って申請

をされますと、その方たちは産科医療補償制度に

加入をされた分娩機関で出産をし、なおかつ保険

料の負担をされたということがわかりますので、

保険者は38万円の出産育児一時金を支払うと、そ

ういったことになります。 

○髙笠原委員 



- 41 - 

   

 そうしますと、妊婦さんは、産科医療補償制度

に加入しているお医者さんにかからなければ、こ

のものに適用がされないわけですね。 

 それで、市内、県内、いろいろあると思います

が、この分娩をやっていただく病院、そこのとこ

ろは皆さん加入をしているのかどうかということ

と、それから診察を受けるときに、妊婦さんの方

は、その３万円を負担をするのかしないのか。そ

れから普通の生命保険みたいに、傷害保険とか、

そういうものならば保険証書というものが届くわ

けですけれども、領収書にスタンプを押してもら

って、それが証明だということですが、そこの点

も尐し聞かしていただきたいと思いますが。 

○国保医療課長 

 まず、加入医療機関ですが、これは直近のもの

で、12月２日現在ですが、まず、愛知県ですが、

病院診療所では100パーセントの加入です。ただ、

ほかに助産所で出産をされる方もおられます。 

 愛知県内には22機関あるそうですが、まだ１機

関が加入をされておりません。 

 ですから、愛知県はまだ100パーセントではあ

りませんが、病院診療所では100パーセント加入

されております。 

 それから、全国的に申し上げますと、全国的な

病院診療所では98.8パーセントが加入し、助産所

が93.9パーセントが加入をされておるというのが

直近の現状であります。 

 それから、加入医療機関で出産、診療のときに、

３万円を負担するのかということですが、この３

万円の負担というのは、通常の分娩費用の中に多

分入ってくると思いますので、出産をされてから

のお支払というふうになると思います。 

 それから、選択ができるのかということですが、

この制度に加入している医療機関で分娩をする場

合には、すべての妊婦さんが、これは妊婦さんが

加入するんではなくて医療機関が加入するという

ことでありまして、その医療機関が加入すること

によって医療機関の保険料相当分が費用がふえる

ものですから、そのふえた分を出産育児資金とい

う形で妊婦さんに負担をしていただくと、結果、

そうしますと、医療機関の負担がなくなるという

制度でありますので、医療機関が最終的に分娩費

用を請求されるときに、その中に３万円が乗せら

れて請求がされるという構図になると思います。 

○髙笠原委員 

 そうしますと、この産科医療補償制度に加入し

ていらっしゃる病院または助産院さんのところで

出産するのであれば、妊婦さんはそこで３万円の

保険料を払うんじゃなくて、医院または助産院か

ら請求の中にもう３万円が入ってくると。 

こういうことで、生むというか、妊婦さんが初

診といいますか、そういうときに、あなたこの保

険に入りますかとかと言ってお医者さんに言われ

るのではなく、うちはこういう補償制度に入って

ますよというお医者さんはいるでしょうけれども、

本人確認は別にしなくてもいいということですか。 

 お医者さんも別にそのことを妊婦さんに言う必

要もないと、こういうことですかね。 

○国保医療課長 

 まず、この医療機関ですが、この制度に加入し

ている医療機関かそうでないかということは、医

療機関の施設内に産科医療補償制度の加入機関で

あるという、そういった旨の表示がされるという

ことでありますので、妊婦さんは、その時点でそ

ういった機関であるかどうかということが、まず

確認をできるということです。 

 それで、妊婦さんの選択でしたか。 

（「お金払わなくてもいいのか。」の声あり） 

○国保医療課長 

 医療機関でですか。 

これは先ほど申し上げましたが、医療機関が入

る保険でありますので、妊婦さんが入る保険では

ありませんので、妊婦さんの選択ではなくて、医

療機関が保険に入る。 

医療機関が全部その分を自分で負担をすればい

いわけですけれども、医療機関の負担も大変だろ

うと。一番先に冒頭に私がちょっと申し上げまし

たが、そういった今の産科医療の、そういった条

件の悪い中で、医療環境をよくするには、またそ

こで保険を余計に負担するということでは、これ
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はいかがなものかということで、医療機関が負担

する保険料を出産育児一時金に上乗せをして、分

娩される方にお支払をするということが、今回の

趣旨でございますので、御理解いただきたいと思

います。 

○髙笠原委員 

 何回もすみません。 

 そうしますと、医療機関はその35万に３万円を

プラスしたものを請求してくるという、こういう

ことですね。それで、本人には出産一時金が38万

円支払われると、後にね。それで、正常に分娩で

きて赤ちゃんもすくすく育つ正常な方も38万円と、

こういうことですよね。事故があるなく関係なく、

38万円になると、そういうことですね。 

 それと、お医者さんが万が一リスクを負うよう

なものを、この３万円の保険制度で補っていくと、

こういうことなんですね。 

 それで、その保険の中身を尐し聞かしていただ

きたいわけですが、大体１年ぐらい経過してから

そういう状況が主に出てくると、こういうことで

すが、その後どうしていくのか、尐し聞かしてく

ださい。 

○国保医療課長 

 まず、事故の有無ということですが、そういっ

た、この補償制度に加入をした医療機関で先天的

な異常ですとか、妊婦さんの過失、故意の事故で

すとか、そういったことを除きましては、これが

すべて対象になるわけです。 

 それで、この脳性麻痺ですが、生まれてすぐで

はそういった症状があるかどうかというのは判別

できないということでありまして、１年から５年

の間に脳性麻痺の症状が見られる場合には、その

１年から５年の間に保険の請求をすると。ただし、

６ヵ月以降の場合は、これは専門機関が診断をす

れば保険金の補償を求めることができるというこ

とになっております。 

 以上です。 

○髙笠原委員 

 ５年以内に請求しなければいけないということ

ですが、大体５年間の間にこういう症状というの

は、出尽くすという言い方はいけないでしょうけ

ど、５年以内には大体がわかってしまうというこ

となんでしょうか。 

○国保医療課長 

 自分のことで恐縮ですが、子どもが生まれてか

ら考えますと、大体１歳過ぎてといいますか、そ

れくらいになると、大体わかるのかなということ

ですので、医学的な見地で検討されたものであり

ますので、１歳から５歳の間に申請をするという

のは、そういった傾向がその期間なら出るのでは

ないかというふうには理解をしておるわけですけ

ど。 

○髙笠原委員 

 そうすると、５年以降の請求は却下と、こうい

うことなんですね。保険請求はだめだよと、こう

いうことなんですね。 

 それで、質疑の中にもありましたけど、一時金

として600万円、年120万円で20年間というような、

何か3,000万円をとかという、ありましたけど、

保険の補償の内容、それを聞かしていただいて、

これは法律としては、いつですか。 

 そして、これは遡って登録というのですか、何

かそういうものもできるのか、今まだ赤ちゃんが

おなかにいるという、そういう人たち、遡ってで

きるのか、その点もお聞かせください。 

○国保医療課長 

 まず、保険の内容ですが、不幸にして子供さん

がそういう状態になってしまった場合には、準備

一時金として１回600万円が支給されます。 

 以後、補償分割金といたしまして、20回に分け

て120万円が支給されまして、これで合計で3,000

万円ということになります。 

 それから、法律の適用ということですが、これ

自体の法律というのはありませんで、ただこの産

科医の補償制度というもの、これは保険でありま

すので、これが７月に損害保険会社から申請があ

って金融庁が認可をしておるというふうに聞いて

おります。 

 それから、もう既にこの10月１日から妊婦さん

が産科医療補償制度に加入している分娩機関で診
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察を受けたり、そこで出産をするということであ

りますと、10月１日からもう既に登録が、その妊

婦さんが産科医療補償制度の対象であるといった

登録が順次されていくということであります。 

 そこの登録がされていない妊婦さんですと、こ

の対象にはなりませんので、まずそれが22週まで

に登録をされるわけですが、来年の１月１日から

この補償制度が動き始めるわけですので、初めと

いたしましては、10月１日から登録がもう始まっ

ているというふうに聞いております。 

○髙笠原委員 

 そうしますと、10月１日から登録した人、この

人たちはまあ有効だよと、こういうことですね。 

○国保医療課長 

 登録は10月１日から始まっておるわけですけど

も、順次登録ができますので、仮に登録がされな

い妊婦さんがおったとしても、これは医療機関の

判断で遡及して登録することができるという、医

療機関と産科医療補償制度規約に確かあったと思

いますけども、遡及適用も緊急時の特例としてで

きるということがありますので、そういった意味

では遡及ができると、そこで登録前に分娩された

場合には、緊急的な特例としてできるということ

であります。 

○髙笠原委員 

登録前に分娩された人ってどういうことですか。 

○国保医療課長 

 この保険の対象が１月１日以降の分娩ですので、

それ以前に、12月31日までに生まれた方は対象に

はなりません。 

 それで、医療機関が22週以降の妊婦さんにつき

ましては、この機構に22週以降の出産につきまし

ては、医療機関から掛金を支払いますが、補償さ

れるのが33週以降の出産に限られるということで

ございます。 

○髙笠原委員 

 33週以上の人に適用はされるんだけれど、28週

でも別に審査があれば何か有効みたいなことを先

ほど言われなかったですかね。 

違いますか。 

○佐藤委員長 

暫時休憩とします。 

午後３時36分休憩 

―――――――――――――――――――― 

午後３時36分再開 

○佐藤委員長 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

○国保医療課長 

 補償の対象になる分娩というのが、出生体重が

2,000グラム以上で、かつ在胎週数が33週以上と

いうことでありまして、ただ、28週以上の子供さ

んにつきましては、基本は33週ですが、専門的な

機関で診断を、個別審査を行いますと、この補償

の対象になる例もあるということでございます。 

○髙笠原委員 

 そうしますと、今度は出産一時金が38万という

ことですが、国保会計にはどんなふうで影響して

きますか。 

○国保医療課長 

 今度は35万が38万に、３万円ふえるわけですけ

ども、この内訳の３分の２は交付税措置がされて

おりますので、知立は不交付団体ではありますが、

この３分の２、例えば３万円が上がるわけですけ

ども、この２万円分につきましては、一般会計か

らの繰り入れになりますので、国保会計の負担と

しては１万円になります。 

 今年度の出産育児一時金の支給件数が百二十数

件だったと思いますけども、仮に21年の１月から

月に10件あったとしましても１万円ずつの増加で

すので、今年度としましては30万円の増加、来年

度以降もそれほどの負担にはならないのかなとい

うふうに思っております。 

○佐藤委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 
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○佐藤委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第86号について、挙手により採決いたしま

す。 

議案第86号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手全員です。 

したがって、議案第86号 知立市国民健康保険

条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

ここでしばらく休憩します。 

午後３時39分休憩 

―――――――――――――――――――― 

午後３時41分再開 

○佐藤委員長  

休憩前に引き続き会議を開きます。 

陳情第13号 「協同労働の協同組合法」早期制

定の国会への意見書提出の陳情書の件を議題とい

たします。 

御意見等ありましたら発言をお願いします。 

○石川委員 

 陳情第13号につきまして、私は採択といたしま

して、意見を述べたいと思います。 

 陳情書の趣旨を見てみますと、いろいろ働くチ

ャンスを見つけて、そして協同で労働し、また経

営も一緒にやっていこうという、協同組合という

のでしょうか、まだ名称もはっきりいたしません

が、今、もう、議員連盟というのがあって、その

名簿まで付いておりますので、超党派で考えてお

られるということであります。 

 実は、余り我々中身がよくわからない部分もあ

りますけれども、やはり働く人、そしてまたそう

いう方々がしっかりとこの社会において働けると

いうことに対しての法律的なことは必要ではない

か、そういうように思いますので、私は採択とさ

せていただきたいと思います。 

○馬場委員 

 私どもも採択でお願いしたいと思います。 

 働くことに困難を抱える人々の増大ということ

で、社会問題となっておるわけでありますけども、

働きたくても働けない人々の増加というのは、課

題になっておるところでございますので、名古屋

市もこれを採択したということでございますので、

また超党派でこれはいろいろ議論されておるとい

うようなことで、ぜひ採択でお願いしたいと思い

ます。 

○水野委員 

 この陳情第13号の趣旨は十分理解できるもので

あり、協同組合法の制定は必要と思いますので、

採択でお願いします。 

○髙笠原委員 

 今、社会の話題となっておりますワーキングプ

アやネットカフェ、こういうもっと大変な状況に

なってきているこの世の中で、団体として認めて

もらえれば、入札だとか、こういうものの契約も

できるわけですので、働く手段の一つとして、大

変大切なことだと思いますし、この文中にもあり

ますけれども、私たちのすぐ近くの岡崎のかけは

し、こういったところでももう既に行われたりし

ておりますので、ぜひこの法制化を求めるための

賛成としたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○佐藤委員長 

ほかにありませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

それでは、これより採決をいたします。 

陳情第13号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手全員です。 

したがって、陳情第13号 「協同労働の協同組

合法」早期制定の国会への意見書提出の陳情書の

件は、採択すべきものと決定しました。 

陳情第14号 介護・福祉・医療など社会保障の

施策拡充についての陳情書の件を議題といたしま

す。 
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御意見等がありましたら発言をお願いします。 

○石川委員 

 陳情第14号 介護・福祉・医療など社会保障の

施策拡充についての陳情書ということで、陳情が

出ておりますが、非常に多くの部分が羅列されて

おります。 

 陳情ということで、市町村の福祉を拡充してく

ださいということでありますが、私は知立市とい

うのは、現本多市長も、しっかりと福祉の方にも

力を入れていただきましたものですから、県にお

いても先発的にいろいろなことはもうなされてお

ります。 

 したがいまして、さらにこれ以上財源等々のい

ろんなこともあります。そしてまた粛々と、福祉

についていろいろと知立市は頑張っておりますの

で、今ここで陳情を採択してする必要もないと思

いますので、不採択でお願いいたします。 

○馬場委員 

 14号につきましては、私どもも不採択でお願い

したいと思います。  

 いろいろたくさん陳情がございまして、要望が

ございまして、特に国保の改善については、いろ

いろ議論するところもございますし、今、国保も

資格証明書の話もありますけども、まじめに納め

ている人との公平性を保つためには、６ヵ月の短

期保険証でやることもやぶさかではないなという

ふうに思っておりますし、また豊橋が18歳未満ま

でこの短期保険証で今回問題になっております、

中学生までのそうしたことも拡大をしてやってお

るわけでありまして、また健診事業についても自

己負担を無料にするということについても、それ

は無料にするのはありがたいことですが、この財

源をどうするのかという問題もありますし、また

今、年金天引きをやっておりまして、これはもう

選択のこともございますけども、こうしたことも

まだこれから議論していかなくてはならないとい

うことで、すぐさまこれを全部賛成だというわけ

にはいきませんので、不採択ということでお願い

します。 

○水野委員 

 この陳情第14号の数値目標については、直ちに

達成できるものではありません。しかしながら趣

旨内容については、今後取り組むべき問題であり、

数値においても努力すべきであり、大筋で賛成い

たしますので、採択でお願いします。 

○髙笠原委員 

 14号につきましては、すべてこれ、みんな大切

なもので、ぜひやっていただきたいとは思います

が、市町村の福祉施策を充実してくださいという

ことで、市に求めております。 

 そういった中で、子育て支援に書いてあります

点では、実現できておりますし、今の福祉給付金

やまたそれぞれのものできちんとやられているも

のも中にはあります。 

 しかし、何と言っても、国の社会保障費の

2,200億円の削減、今、凍結みたいな話まで出て

おりますけれども、国の医療費の削減という問題

から、こういうことが起きているわけですので、

ぜひ市の税収が減っていく、こういう中ではあり

ますけれども、一番最初に削られるところが福祉、

こういう点でありますし、その福祉に携わる人で

は人件費、こういうものも削られてくるわけです

ので、市から国にもしっかりと声を上げていくと

いう、そのことも大切だと思います。 

 それから、先ほどの、私議論の中でもこういう

障害者の施策などでも、各自治体の所得といいま

すか、お金そういうものの格差がこう出て来始め

ているわけですので、こういうことのないよう、

国がもっともっとしっかりしてやっていただきた

いと思いますが、まず市としては、やれるものか

ら一つ一つやっていただきたいと、こういうふう

に思ってこれは賛成といたします。 

○佐藤委員長 

ほかにありませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

ほかにないようですので、これより採決します。 

陳情第14号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
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○佐藤委員長 

挙手尐数です。 

次に、陳情第14号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手多数です。 

したがって、陳情第14号 介護・福祉・医療な

ど社会保障の施策拡充についての陳情書の件は、

不採択とすべきものと決定しました。 

陳情第15号 安心して暮らせる年金制度の確立

についての意見書採択を求める陳情書の件を議題

といたします。 

御意見等がありましたら発言をお願いします。 

○石川委員 

 陳情第15号 安心して暮らせる年金制度の確立

についての意見書採択を求める陳情書について、

私は不採択でお願いいたします。 

 と言いますのは、ここにありますように、宙に

浮いた年金問題を全面解決しということでありま

すが、これは既に政府の方でしっかりと皆さんの

年金をしっかりと調べるということで、既にすべ

ての方々に年金の郵便も送りまして、チェックも

しております。そういうような関係もありますし、

そしてまた社会保険庁の解体をやめろということ

でありますが、今までの実績から見てやはりこれ

は民営化を凍結しろということでありますけれど

も、その方向がいいのではないかということで、

結論は出ておるわけでありますから、さらに今意

見書を出す必要はないと思いますので、不採択で

お願いいたします。 

○髙笠原委員 

 15号につきましては、私は国に以下の趣旨の意

見書、要望書を出してほしいという、これは全く

そうだと思うんですね。 

 宙に浮いた年金、皆さんのところに年金特別便

が届いて、それを回答を出しても、何ら返事がな

いという人が近くにおります。そして、先日も、

どうなってるんでしょうねと言って、私相談を受

けました。こういう人がいて、結局宙に浮いた年

金問題と言われますが、特別便を出したからいい

という問題ではないと思います。 

 それから、これは全面解決はしていないと思い

ます。こういうものが何も解決しないままで社会

保険庁の解体民営化、これはもういけないと思い

ますので、私はこの問題については賛成でありま

すので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 

○馬場委員 

 この陳情15号については、私どもも不採択でお

願いしたいと思いますが、１番については、賛成

できるわけでありますけども、今努力中でありま

すから、しかし、この２番目の全額国庫負担とい

うところにちょっとひっかかるわけでありまして、

今は３分の１から２分の１にするということで努

力中でございますし、また４番目の社会保険庁の

解体という問題についても、公明党としてはこれ

を了解したということもございますので、この陳

情15号については不採択とするものであります。 

○水野委員 

 陳情第15号につきまして、不採択でお願いした

いと思います。 

 理由につきましては、まず、構造改革がすべて

悪と決め付けている点、もう１点は、意見書の４

番目、社会保険庁の解体はやめ、民営化は凍結し

てくださいと記載されていますが、実際、社会保

険庁は多々問題があり、民営化して出直すという

のも一つの案であると思いますから、その点から

踏まえて不採択でお願いします。 

○佐藤委員長 

ほかにありませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

ないようですので、これより採決します。 

陳情第15号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手尐数です。 

次に、陳情第15号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 
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（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手多数です。 

したがって、陳情第15号 安心して暮らせる年

金制度の確立についての意見書採択を求める陳情

書の件は、不採択とすべきものと決定しました。 

陳情第16号 後期高齢者医療制度の廃止につい

ての意見書採択を求める陳情書の件を議題といた

します。 

御意見がありましたら発言をお願いします。 

○坂田委員 

 陳情第16号 後期高齢者医療制度の廃止につい

ての意見書採択を求める陳情書について、意見を

述べさしていただきます。 

 後期高齢者医療制度は、今後高齢化が進んで医

療費がふえていく中、全体の医療費の約３分の１

が高齢者が占めておる現状を踏まえた上で、今後

国民皆保険を持続可能なものとしていくために、

国において10年以上の議論を重ね、従前の老人保

健では必要な費用が際限なく現役世代に回される

仕組み、また全国で５倍を超える保険料格差等、

不備があり、従来の老人保健制度にかわる新しい

高齢者医療制度を創設することが必要との共通認

識のもと、平成14年共産党以外の賛成のもと、抜

本改革の議論を重ねやっとスタートした制度であ

り、早々に廃止を求めるべきではないと考えます。 

 ただ、この制度の問題点も多々指摘され、保険

料の徴収システム、また低所得者の保険料の軽減

等改善をしており、今後も改善する点は改善し、

この制度がさらによりよい制度になるよう期待し、

本陳情は不採択でお願いします。 

○馬場委員 

 私どもも、不採択でお願いいたします。 

 後期高齢者医療制度は、私ども賛成して立ち上

がったわけでありますけども、今になっていろい

ろ問題点も出ておりまして、後期高齢者の制度の

廃止ではなくして、見直しというのが必要ではな

いかということで、この陳情16号については、不

採択でお願いします。 

○水野委員 

 陳情第16号につきまして、後期高齢者医療制度

の廃止ということですが、今現在始まったばかり

でどこが、また何が悪いのかというのを検討すべ

きであり、直ちに廃止すべきというのは時期尚早

であるということで、不採択でお願いします。 

○髙笠原委員 

16号につきましては、後期高齢者医療制度、こ

れはもう廃止しかないと、このように思います。 

それはもう75歳という年齢で区切ってしまうと

いう、こういうまず年齢的にも、別世界に送るよ

うな、こういう制度をつくって、そして保険料に

ついては、２年ごと、際限なくこれは引き上げら

れていくという、こういうことでありますし、受

けれる医療水準、こういうものは、どんどんどん

どんと後退をしていっているわけであります。 

まるで、年齢区別をしてうば捨て山のようにや

っていく、こういうものは許されないと、人権問

題にも等しいと、こういうものであります。 

そして、医師会からもこういうものについて、

反対だという、こういう意見が出て、この制度が

発足して今年度の発足にもかかわらず、たくさん

の意見、苦情が出てきている。こういう保険です

ので、これはきっぱりと廃止すべきだと、このよ

うに思いますので、16号については賛成をいたし

ます。 

○佐藤委員長 

ほかにありませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

ないようですので、これより採決します。 

陳情第16号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手尐数です。 

次に、陳情第16号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手多数です。 
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したがって、陳情第16号 後期高齢者医療制度

の廃止についての意見書採択を求める陳情書の件

は不採択とすべきものと決定しました。 

 次に、陳情第17号 介護保険の施策拡充につい

ての意見書採択を求める陳情書の件を議題といた

します。 

 御意見がありましたら、発言をお願いします。 

○坂田委員 

 陳情第17号 介護保険の施策拡充についての意

見書採択を求める陳情書について、意見を述べさ

していただきます。 

 急速な高齢化のため、介護の担い手である家族

の高齢化や核家族化が進み、これまでのように家

族で介護を行うことが難しくなっており、老後に

おける最大の不安である介護の問題を国民みんな

で支える制度として、2000年からスタートし、今

日まで３年ごとに見直しを重ね、2009年度からは

介護報酬が３パーセント引き上げられ、65歳以上

の介護保険料が全国平均で月額約180円上昇する

とのことであります。 

 介護保険料が上昇する原因は、介護報酬引き上

げや介護サービスの利用割合の増加であり、国と

しても介護保障制度充実に向け努力しており、政

府は追加経済対策で保険料のうち約1,200億円を

国費で肩がわりするため、09年度の保険料の上昇

幅は抑えられております。 

 これからの高齢化社会を考えますと、高齢者の

自己責任意識も必要と考え、国家負担をむやみに

ふやすべきではないと考えます。 

 ただ、この陳情書の中の介護労働者の処遇改善

と介護人材の確保については賛同しますが、一括

採択につき、本陳情は不採択でお願いします。 

○馬場委員 

 陳情17号につきましては、１番と４番の介護報

酬と介護労働者の処遇改善は賛成することはでき

ますが、２番目の介護保険の国庫負担を大幅にふ

やすということにつきましては、これまでも努力

しておりますし、これ以上ふやすということは財

源の見直しが必要ではないかということで、この

辺の議論をすべきである、そしてまた利用者の利

用制限を取りやめということにつきましては、あ

る程度の利用制限は必要ではないかというふうに

思いますので、不採択でお願いいたします。 

○髙笠原委員 

 17号につきまして、介護保険制度の抜本的改善、

労働者の処遇改善を求めているわけでありますけ

れども、今日も議論の中でもありましたし、議会

のたびにこの介護保険問題は出てまいります。 

 それで、今回第４期に向けての介護報酬３パー

セントの引き上げではありますけれども、この３

パーセントが果たして介護従事者の皆さんに行き

渡るのかどうか、そういう問題も疑問でもありま

す。 

 それから、施設のところにしっかりとそこのと

ころの手当が来るのかどうか、そういう点でも大

変な状況にあると思います。まさに保険あって介

護なし、こういう状況だと思うんです。 

 それから、第３期のときには、サービス段階に

おいては細かくされたわけですけれども、なるべ

く軽度、軽度の方に追いやると、そして利用をな

るべくさせないと、こういう状況を醸し出してき

ているという、これは全国的なものでありまして、

やはり保険料を払っている以上、受けれるサービ

スは受けたいと、こういうのが心情ではないかと

思います。 

 利用制限をやめると、こういうことはしないで

ほしいと思いますし、サービスの保証はしていた

だきたいと、こういうふうに思います。 

 それから、介護事業所、こういったところでは、

もう介護士さんを育てる学校、こういうところも

どんどんつぶれていて、そして事業所が募集をし

ても人が集まらないと、その理由は給料が安いと、

介護報酬は上げれば、人が来るのかと、こういう

ところの保証もないわけですので、介護の人材を

確保するということは、もうこれは喫緊の課題だ

と思います。すべて国の責任、こういうものがあ

ると思います。 

私はこの17号については、賛成であります。 

○水野委員 

 陳情第17号につきまして、２番目の介護保険の
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国庫負担大幅にふやしと、この大幅にふやしとい

う点につきまして、財源が大変心配でありますが、

この介護の問題は避けて通ることができないとい

うことで、やはり取り組む姿勢ということで、こ

の陳情には採択でお願いします。 

○佐藤委員長 

ほかにありませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

ないようですので、これより採決いたします。 

陳情第17号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手尐数です。 

次に、陳情第17号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手多数です。 

したがって、陳情第17号 介護保険の施策拡充

についての意見書採択を求める陳情書の件は、不

採択とすべきものと決定しました。 

 次に、陳情第18号 子育て支援についての意見

書採択を求める陳情書の件を議題といたします。 

 御意見等ありましたら、発言をお願いします。 

○坂田委員 

 陳情第18号 子育て支援についての意見書採択

を求める陳情書について、意見を述べさしていた

だきます。 

 当市においては、本多市長の肝いりで次世代育

成支援の充実を最重点施策として取り入れ、子供

医療費の助成を義務教育終了まで拡大、また国に

先駆けて妊婦健診を14回まで無料化を決めるとと

もに、産後健診を取り入れるなど、安心して子育

てできる環境づくりには、先進的に取り組んでお

り、改めて国に対し意見書を提出する必要はない

と考えますので、本陳情は不採択でお願いします。 

○馬場委員 

 陳情第18号につきましては、１番、２番、もう

実施されるということでございますし、また、こ

の４番の児童扶養手当の最大２分の１の削減を中

止することということですが、今実は20年度、公

明党が主張しまして、凍結をするということで、

21年度も凍結すべきではないかということで、今

議論をしているところでございます。 

中止ということまでなるのかどうなのかという

こともひっかかるわけでありますが、しかしなが

らこの５番目の就学援助への国の予算措置を増額

することということも、財源問題があるなという

ことと、それから学校指定病の中に、ぜんそくと

か、ぜんそくはいいんですが、アレルギー疾患と

なりますと、ピンからキリまでありまして、鼻炎

もこれはアレルギーでありまして、その辺のこと

が詳しく載ってないということで、すべてアレル

ギー疾患というわけにはいかないんじゃないかと

いうようなことで、不採択でお願いいたします。 

○髙笠原委員 

 18号につきましては、賛成でお願いをしたいと

思います。 

 １番、２番については、実施されておりますし、

３番については、これは私ども日本共産党は、出

産していくまでの間、妊婦に係る医療費、この問

題を何とか無料にしてほしいというふうでお願い

もしていたところでありますので、ぜひお願いを

したいなと、こういうふうに思います。 

 それから、２分の１の削減でありますが、これ

は知立市の場合は、現在はないということで、質

疑の中でお聞きしてあります。 

 しかし、他市ではまだあるということだと思い

ますが、ぜひこれがきちんと法的にうたわれるよ

うになってほしいなと、こういうふうに思います

し、指定病についても、ぜひお願いをしたいなと

思いますので、子育て支援、知立市は一生懸命い

ろんなことをやってまいりましたけれども、さら

なる実現をお願いしたいと思いまして、18号につ

いては賛成です。 

○水野委員 

 結論から申しまして、採択でお願いしたいと思

います。 
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 知立市は、いろいろ子育て支援について取り組

んでまいりました。しかし、子育て支援、これで

終わりというわけではありません。将来、知立市

あるいは国を背負って立つ子供たちに対して、や

はりやれることはやってあげるべきだという観点

から、採択でお願いします。 

○佐藤委員長 

ほかにありませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 ないようですので、これより採決いたします。 

 陳情第18号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手尐数です。 

次に、陳情第18号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手多数です。 

したがって、陳情第18号 子育て支援についての

意見書採択を求める陳情書の件は、不採択とすべ

きものと決定しました。 

 次に、陳情第20号 社会保障費策削減の中止と

医師・看護師増員についての意見書採択を求める

陳情書の件を議題といたします。 

 御意見ありましたら、発言をお願いします。 

○杉原委員 

 陳情第20号 社会保障費策削減の中止と医師・

看護師増員についての意見書採択を求める陳情に

ついて、不採択の立場で意見を述べさしていただ

きます。 

 全国各地で医療崩壊が進んでいます。救急医療、

産科、小児科医療、公的医療機関の縮小閉鎖が相

次ぎ、救急患者がたらい回しに遭い、命を落とし

てしまう悲劇が各地に起こっています。 

 医師や看護師を初め医療従事者も仕事はますま

す過密で過重になり、長時間の労働が強いられて

います。 

 病院から退職者がふえ、人員不足が進み、残っ

た人がさらに過重労働を強いられている。さらに

離職者を出すという、悪循環に陥っています。 

 このような深刻な労働環境で医師、看護師、労

働死する事態も生じています。医師、看護師、確

保に向けての法制定と必要な予算措置、財源確保

をする上で陳情の文章内容１と２の項目は必要で

あると考えます。 

 しかし、陳情事項３について、日本は急速に高

齢化が進み社会保障の給付と負担が経済の伸びを

上回って増大すると見込まれております。将来に

わたって、経済財政と均衡のとれた社会保障を安

定持続させるためには、自然増加分の毎年2,200

億円削減する施策をやめるのではなく、まずは制

度の構造改革を進めていく必要があると考えられ

ます。 

 よって、陳情第20号については、賛同できる項

目もございますが、当市の採択のあり方は一括採

択でありますので、部分採択はできません。した

がって、本陳情につきましては、不採択でお願い

をしたいと思います。 

○馬場委員 

 陳情第20号については、賛成であります。 

 今、医師不足、看護師不足というようなことで、

深刻な問題になっておりますし、また以前にもこ

の１番、２番についての陳情書も賛成で、意見書

も国に上げたところでございます。 

 ３番目につきましては、杉原議員からもいろい

ろお話がございましたけども、私どもは社会保障

費の自然増も毎年2,200億円削減する施策をやめ

ということについては、今議論中でございまして、

私どもがそういう方向にしたいなというようなこ

とで、医療、介護、福祉、年金、一括して財源措

置をしっかり構築することが大切ではないかとい

うことで、採択ということでお願いいたします。 

○髙笠原委員 

 20号につきましては、採択でお願いをしたいと

思います。 

 医師不足、それから看護師不足、これについて

はきちんとやっていかなければいけない問題だと
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思いますし、馬場委員からもお話がありましたよ

うに、この問題については、既に意見書も提出を

しているところでありますが、社会保障費につい

ては、この自然増について、今、一時止めてでも

今の金融危機、経済危機を何とかしなければなら

ないというのが、国会やそれに関連する人たちが

いろいろ述べられております。 

 そういう状況にある中、これが進められたら、

ますます社会保障費がどんどん削られて、保障が

なくなっていく、こういうことになりますので、

ぜひこれは採択でお願いをしたいと思います。 

○水野委員 

 平成18年３月、そして平成19年12月も意見書を

確か提出していると思います。 

 私どももこの陳情第20号につきましては、採択

で、いろいろ馬場委員も髙笠原委員も言われまし

たので、採択でお願いします。同意見です。 

○佐藤委員長 

ほかにありませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

ないようですので、これより採決します。 

陳情第20号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手尐数です。 

次に、陳情第20号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手多数です。したがって、陳情第20号 社会

保障費策削減の中止と医師・看護師増員について

の意見書採択を求める陳情書の件は、不採択とす

べきものと決定しました。 

陳情第21号 愛知県の医療・福祉施策拡充につ

いての意見書採択を求める陳情書の件を議題とい

たします。 

御意見等ありましたら発言をお願いします。 

○杉原委員 

 陳情第21号 愛知県の医療・福祉施策拡充につ

いての意見書採択を求める陳情について、不採択

の意見を述べさしていただきます。 

 陳情事項１につきましては、愛知県は、今年４

月から後期高齢者医療制度の開始に伴い、後期高

齢者医療制度を選択しない65歳から74歳の障害を

県の医療助成制度対象から除外をしました。 

 65歳から74歳の障害者が後期高齢者医療制度を

選択すると、新たな保険料負担が発生するなど不

利益をこうむる場合があります。 

 65歳から74歳の障害者の後期高齢者制度加入は、

強制ではなく、任意であり、厚生労働省は都道府

県知事に対し65歳から74歳の障害者が医療助成を

受ける場合に、後期高齢者医療制度への加入を条

件にしないように、適切な対応を県に要請し求め

るものであります。 

 しかし、陳情事項３につきましては、後期高齢

者医療制度へ、県として、一般財源を投入するこ

とに関しては、今、一般財源の投入をするのでは

なく、まずは保険制度の見直しをしていくべきか

と考えます。 

 陳情事項４、子供医療助成制度の対象について、

中学校卒業まで拡大することについては、もう既

に知立市においては取り組んでいますので、意見

書を提出する必要がないかと存じます。 

 よって、陳情第21号について、賛同できる事項

もございますが、当市の採択のあり方は一括採択

であり、部分採択でありませんので、したがって、

本陳情につきましては、不採択でお願いをしたい

と思います。 

○馬場委員 

 陳情第21号につきましては、１番、２番、賛成

できるわけでありますが、４番も実施をしておる

というようなことで、３番、４番につきましては、

来年度県の税収も3,000億円減収するというよう

なことで、じゃ、これは財源をどうするのかと、

本当に真剣に考えなくてはならないということで、

大変難しいのではないか。後期高齢者の医療制度

も見直しを急ぐべきであるというふうに思ってお

ります。 
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 したがいまして、これにつきましては、不採択

でお願いいたします。 

○髙笠原委員 

 21号には採択でお願いをしたいと思います。 

 これは愛知県に対しての意見書要望ではありま

すけれども、この障害者の人に対する助成制度、

ぜひ適用していただきたいと、こういうことであ

ります。 

 それと、私は、７番の障害者の人たちが通所在

宅サービス利用を受けるに当たって、負担軽減措

置に係る資産要件、これは撤廃するべきだと、こ

のように思いますので、ぜひこれを採択でお願い

したいと思います。 

○水野委員 

 採択でお願いしたいと思います。 

 理由につきましては、１番の後期高齢者医療制

度を選択しない65歳から74歳の障害者にもと、こ

の部分について重きを置いて考えておりますので、

後の部分は多々問題もあるかと思いますが、私ど

もは採択でお願いしたいと思います。 

○佐藤委員長 

ほかにありませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

ないようですので、これより採決します。 

陳情第21号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手尐数です。 

次に、陳情第21号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手多数です。 

したがって、陳情第21号 愛知県の医療・福祉

施策拡充についての意見書採択を求める陳情書の

件は、不採択とすべきものと決定しました。 

陳情第22号 後期高齢者医療制度の改善につい

ての意見書採択を求める陳情書の件を議題といた

します。 

御意見等ありましたら発言をお願いします。 

○杉原委員 

 陳情第22号 後期高齢者医療制度の改善につい

ての意見書採択を求める陳情書について、不採択

の意見を述べさしていただきます。 

 世界一の長寿国日本の医療費は、今後ますます

増大の一途にあります。これまでの制度が限界と

なる中で、将来にわたり国民皆保険を守り、家族

社会のために長年尽くされた高齢者の方々が安心

して医療を受け続けられるようにするために、長

い議論を経て若い世代も含めてみんなが納得し支

え合う長寿医療制度が導入されました。 

 しかし、全く新しい制度であるため、高齢者の

方々はこの制度の周知が十分進まず、万全な準備

ができている状況ではないことは事実かと思いま

す。 

 そして、陳情事項３にあります、１年以上保険

料を滞納すれば、保険証を取り上げて、資格証明

書が交付されて、医療機関の窓口で医療費を全額

支払わなければなりません。 

 医療費なしでは生きていけない高齢者から保険

証を取り上げることは、社会弱者を見捨てるもの

であり、必ずしも正しいことだと思いません。 

 しかし、保険料を一定期間滞納している保険者

の中には、十分お金がありながら、特段の事情が

なく、長期間保険料を納付しない方、こういった

方を対象として保護することにもなりかねません。 

 公平性を保つ観点から、やむを得ず交付するも

のであるべきかと思います。 

 よって、陳情第22号につきましては、賛同でき

る項目もございますが、当市の採択のあり方は一

括採択でありますので、部分採択でありませんの

で、本陳情につきましては、不採択でお願いした

いと思います。 

○馬場委員 

 陳情第22号につきましては、以前にもこの陳情

書の中でも、先ほど申し上げました、愛知県の一

般財源を繰り入れてというのは、財源の問題も、

県の予算の減収もありまして、財源の問題があり
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ます。 

 また、３番目につきましては、悪質な滞納対策

は必要でありますし、私どもはこの陳情書につい

ては、不採択でお願いいたします。 

○水野委員 

 私どもはこの陳情につきまして、採択でお願い

したいと思います。 

 特に、75歳以上の高齢者についても、検診を保

障するという点については、これは必要なことだ

と思いますので、この点を重視しまして、採択で

お願いしたいと思います。 

○髙笠原委員 

 22号につきましては、採択でお願いをしたいと

思います。 

 先ほど国に対する中でも、後期高齢者医療制度

の問題もありました。 

 それで、３番の保険料の資格証明書の発行につ

いては、先の質疑の中でもありましたように、10

月現在133件ありますよと、それで１年を超えた

場合は保険証を取り上げるという全国平均が8.4

パーセントと、知立市の場合は7.9パーセントで

すかになっていると、こういう話であります。 

 しかし、悪質な人は別といたしまして、この年

齢ですから、払えない人もいるわけです。払おう

と思っても払えない人もいるわけです。 

 ですから、むやみに資格証明書の発行は行わな

い、このことは大切だと思いますし、75歳以上、

こういうことで、病気で受診している人は検診を

受けなくてもいいよと、こういうことでなくて、

また検診もきちんと保障するべきだろうと、この

ように思いますんで、採択でお願いをしたいと思

います。 

○佐藤委員長 

ほかにありませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

ないようですので、これより採決します。 

陳情第22号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手尐数です。 

次に、陳情第22号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手多数です。 

したがって、陳情第22号 後期高齢者医療制度

の改善についての意見書採択を求める陳情書の件

は、不採択とすべきものと決定しました。 

陳情第23号 原爆症認定基準の抜本的改善を求

める意見書の提出を求める陳情書の件を議題とし

ます。 

御意見等ありましたら発言をお願いします。 

○久田委員 

陳情第23号に対し、賛成という立場で述べさし

ていただきます。 

陳情の趣旨は十分理解できます。原子爆弾、被

爆者に対する援護に関する法律の前文は「国の責

任において、原子爆弾の投下の結果として生じた

放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異

なる特殊の被害であることにかんがみ、高齢化の

進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉

にわたる総合的な援護対策を講じ、あわせて、国

として原子爆弾による死没者のとうとい犠牲を銘

記するため、この法律を制定する」と述べており

ます。 

このことからも、原爆投下によってもたらされ

た被爆者の被害は、国家補償がなされるべきであ

ると考え、採択でお願いします。 

○馬場委員 

 陳情第23号につきましては、私どもも原爆症認

定基準の抜本的改善が必要であると、以前にも賛

成で意見書を提出しているということもございま

すので、賛成でお願いいたします。 

○水野委員 

 陳情第23号につきまして、採択でお願いします。 

 戦後60年余りが過ぎまして、早急に改めるべき

ところは改めないと間に合わないということがあ

ります。ですから、ぜひこの陳情23号は採択でお
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願いしたいと思います。 

○髙笠原委員 

23号につきましては、採択でお願いをしたいと

思います。被爆者の方々は、再び被爆者をつくら

ないと、こういう強い願いのもとで、長年訴えら

れてみえました。 

そして、核戦争を起こすな、核兵器をなくせと、

こういうことで運動をしてこられたと思います。 

その運動の経緯は、本当に大変なことだっただ

ろうと、そういうふうに思いますし、原爆被害へ

の国家補償、この問題を一番訴えられてきたと思

うんです。 

私ども被爆国の日本国民であれば、広島、長崎

での原爆被害を考えれば、当然のことでありまし

て、この認定の基準、改善をするのは、もう遅い、

こういうことであると思っております。 

それで、私ども日本共産党は、これまでも非核

知立市宣言、こういうものをずっと議会にたびた

び訴えてまいりまして、今度のこの陳情書を出さ

れました陳情者の方々も、毎年毎年知立市を訪れ

て、いろいろと訴えられてまいりました。 

約63年間にわたり、本当に大変な思いをしなが

ら生きてこられたわけでありますし、この10月の

21日、この日に知立市を訪れられたこの被団協の

皆様、代表の方々に、知立の本多市長が、この原

爆症認定制度改正を求める賛同に署名をなされま

した。そのことは、本当にとうといことだと思い、

これから、今度は非核平和宣言、非核知立市宣言、

こういうものをやっていただけると、このように

期待をしておりました。 

しかし、残念なことに、今回の選挙で、本当に

この問題については宣言をしたいというお気持ち

はおありかと思いますし、またこの陳情に訪れら

れました被爆者の方々も、来年見えられるときに、

市長がこの非核知立市宣言、こういうものをやっ

ていただいたと、こういうふうに聞かれたらどん

なにかうれしくて、期待が高まったところではな

いかと思うんですが、本当に残念なところでこう

いう事態になってまいりました。 

市長も賛同署名をされたという、こういうこと

ですので、原爆症認定基準の抜本的改善は当然で

あります。 

それで、ここまで来たことでありますので、私

はぜひ次の市長にも、このことをしっかりと受け

ていただきたいと、このように思うわけでありま

す。そういった点からも、ぜひ国に意見書を提出

していただきますよう、訴えて賛成討論といたし

ます。 

○佐藤委員長 

ほかにありませんか。 

（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

ないようですので、これより採決します。 

陳情第23号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

挙手全員です。 

したがって、陳情第23号 原爆症認定基準の抜

本的改善を求める意見書の提出を求める陳情書の

件は採択すべきものと決定しました。 

ただいま陳情が採択されたのに伴い、意見書の

案文について御協議願います。 

陳情第13号についての案文については、添付さ

れている案文でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

異議がないようですので、そのように決定しま

した。 

陳情第23号についての案文については、添付さ

れている案文でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

異議がないようですので、そのように決定いた

しました。 

意見書の議案については、提出者は副委員長、

賛成者は委員長及び副議長を除く賛成委員として、

最終日に議員提出議案として上程します。 

これでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○佐藤委員長 

御異議がないようですので、そのように決定し

ました。 

以上で本委員会に付託された案件の審査は終了

いたしました。 

なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては、正副委員長に御一任願いたいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

異議なしと認め、そのように決定しました。 

以上で、市民福祉委員会を閉会といたします。 

 

午後４時32分閉会 

――――――――――――――― 

 

 

 

ここに経過を記載して、その相違ないことを証す

るためにここに署名する。 

 

 平成   年   月   日 

  知立市議会市民福祉委員会 

     委員長 

 

 

 


